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ご挨拶 
防災関係機関 各位 

報道機関 各位 

 

令和８年４月 21 日 

沖縄気象台防災調整官 

 

本日は、お忙しい中「防災気象情報等に関する説明会」にご参加いただき感謝申

し上げます。  

 

沖縄気象台では、沖縄県内の防災機関や報道機関の皆様と連携し、防災力の向上

に取り組んでいます。その一環として、自治体や報道のご担当者の皆様に、防災気

象情報をより的確に活用していただくことを目的に、毎年この時期に本説明会を開

催しております。大雨や台風接近などの際、避難情報の発令や住民への呼びかけに

おいて、防災気象情報が重要な判断材料となるためです。 

本説明会では、気象や地震・津波、高潮・高波に関する基礎知識、防災気象情報

を入手する方法、避難情報と防災気象情報との関係などをご説明いたします。内容

は多岐にわたりますが、一つでも多く、持ち帰っていただければ幸いです。 

さて、気象庁では令和８年５月 29 日から、新たな防災気象情報の運用開始を予

定しており、気象庁ホームページには特設ページを設けて、内容や変更点を紹介し

ています。例えば、これまでの大雨警報は、「レベル３大雨警報」といった名称に

なり、警戒レベルの数字とともに情報が伝えられます。これにより、防災機関や住

民の皆様が、避難行動との対応関係を、より分かりやすく判断できるようになりま

す。 

一方、沖縄県ではこの時期が梅雨期にあたるため、梅雨前半は現行の防災気象情

報で対応しつつ、後半から新しい防災気象情報へ円滑に移行していく必要がありま

す。本日の説明会では、新しく防災担当となられる方を念頭に、現在運用されてい

る防災気象情報を中心に、新たな防災気象情報のポイントについてもご説明いたし

ます。  

本説明会が、日頃の防災対応や情報発信に少しでもお役立ていただければ幸いで

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上 
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Ⅰ 防災気象情報（気象関係） 

 

１ 避難情報と防災気象情報について 

1-1 警戒レベル（避難情報等と居住者等が取るべき行動） 

警戒レベルとは、災害発生の危険度と、とるべき避難行動を、住民が直感的に理解す

るための情報です。住民の皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行

動がとれるよう、避難情報や、防災気象情報等の防災情報を 5 段階の「警戒レベル」

を用いてお伝えしています（第 1表）。 

 

第１表 警戒レベルの一覧表 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】  

緊急安全確保  

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情

報ではない）  

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！  

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって

危険である場合、緊急安全確保する。  

 ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとるこ

とができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の

安全を確保できるとは限らない。 

【警戒レベル４】  

避難指示  

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれ高い  

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難  

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）

する。 

【警戒レベル３】  

高齢者等避難  

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれあり  

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避

難  

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内

安全確保）する。  

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者

の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援す

る者  

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控える

など普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、

自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況

に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタ

イミングで自主的に避難することが望ましい。 

【警戒レベル２】  

大雨・洪水・高潮 

注意報  

（気象庁が発表） 

●発表される状況：気象状況悪化  

●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認   

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定

緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認す

るとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、
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避難に備え自らの避難行動を確認。 

【警戒レベル１】  

早期注意情報  

（気象庁が発表） 

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ  

●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める  

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構

えを高める。 

 

 (避難情報に関するガイドライン(令和３年５月改定、令和４年９月更新)） 

【内閣府 防災情報のページ】 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/ 

 
(避難情報に関するガイドライン(令和８年３月改定)） 

【内閣府 防災情報のページ】 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/ 

※新たな防災気象情報の運用が開始（令和８年５月 29日）されるまでは、 現

行の避難情報に関するガイドライン（令和３年５月改定、令和４年９月更新）参

照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/
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1-2 防災気象情報と警戒レベルとの対応について 

「避難情報に関するガイドライン」（内閣府（防災担当））では、住民は「自らの命は

自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に

沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感

的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記した防災情報が提供されること

となっています（第 1図）。 

住民は、自治体から警戒レベル４（避難指示）や警戒レベル３（高齢者等避難）が発

令された際には速やかに避難行動をとる必要があります。一方で、多くの場合、防災気

象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、危険な場所

から全員避難が必要とされる警戒レベル４や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくて

もキキクル（危険度分布）や河川の水位情報等を用いて、自ら避難の判断を行う必要が

あります。 

災害が既に発生又は切迫し指定緊急避難場所等への立ち退き避難が危険な場合は、

あらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れ

た近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確

保行動をとることが重要です。 

洪水災害と浸水害、土砂災害に関しては、大雨特別警報とキキクル（危険度分布）の

「災害切迫」（黒）が警戒レベル５相当、土砂災害警戒情報とキキクル（危険度分布）

の「危険」（紫）が警戒レベル４相当、大雨警報（土砂災害）と洪水警報及びキキクル

（危険度分布）の「警戒」（赤）が警戒レベル３相当、大雨注意報と洪水注意報及びキ

キクル（危険度分布）の「注意」（黄）が警戒レベル２に位置づけられています。また、

「避難情報に関するガイドライン」には、台風等の接近に伴い大雨や暴風により避難行

動が困難になるおそれが予見される場合には、暴風警報の発表後速やかに警戒レベル

４の避難指示を、立ち退き避難が困難となる夜間において避難指示等を発令する可能

性がある場合には、警報の可能性に言及した注意報を活用して夕方等の明るい時間帯

に避難指示等を発令することを検討することなども示されています。 

高潮については、高潮特別警報及び高潮警報は警戒レベル４相当、高潮警報に切り替

える可能性が高い注意報は警戒レベル３相当、高潮注意報は警戒レベル２と位置づけ

られています。 
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第 1図 段階的に発表される防災気象情報と対応する行動 

 

【気象庁ホームページ】防災気象情報と警戒レベルとの対応について 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html
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２ 気象特別警報・警報・注意報 
2-1 気象特別警報・警報・注意報 

気象台は、大雨や強風などによって災害が起こるおそれのあるときは「注意報」

を、重大な災害が起こるおそれのあるときは「警報」を、警報の発表基準をはるかに

超える大雨等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に

「特別警報」を発表し、注意や警戒を呼びかけます。 

市町村単位での特別警報・警報・注意報の発表は、市町村長が行う避難指示等の防

災関係機関の活動や住民の安全確保行動の判断を支援することを目的としています。 

沖縄地方で発表する特別警報・警報・注意報は、第 1表のとおりです。大雨警報及

び大雨特別警報については、対象とする災害を括弧付きで明記して発表します。 

なお、暴風雪、大雪の各特別警報・警報と、風雪、大雪、融雪、なだれ、着氷、着

雪の各注意報は沖縄地方での発表はありません。 

 

第 1表 沖縄地方で発表する特別警報・警報・注意報 

 

 

【気象庁ホームページ】特別警報、警報、注意報、気象情報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html
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2-2 発表対象地域と発表基準 

（1）発表対象地域 

一次細分区域とは、府県天気予報を定常的に細分して行う区域です。気象特

性、災害特性及び地理的特性により府県予報区を分割しています。 

二次細分区域とは、気象警報・注意報の発表に用いる区域で、沖縄地方では市

町村単位となっています。 

市町村等をまとめた地域とは、二次細分区域ごとに発表する特別警報・警報・

注意報の発表状況をテレビやラジオ放送で、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝え

られるよう、災害特性や都道府県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してま

とめた区域です。 

沖縄地方における発表区域は第 2表のとおりです。発表官署は、沖縄本島地方

は沖縄気象台、大東島地方は南大東島地方気象台、宮古島地方は宮古島地方気象

台、八重山地方は石垣島地方気象台が担当します。 

 

【気象庁ホームページ】気象警報・注意報や天気予報の発表区域 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/ 

  

第 2表 沖縄地方における発表区域 

府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 二次細分区域（市町村単位） 

沖縄本島地方 

本島中南部 

南部 那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、 

西原町、南風原町、八重瀬町、与那原町 

中部 うるま市、宜野湾市、沖縄市、嘉手納町、 

北谷町、読谷村、北中城村、中城村 

慶良間・粟国諸島 渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村 

本島北部 

伊是名・伊平屋 伊是名村、伊平屋村 

国頭地区 国頭村、大宜味村、東村 

名護地区 名護市、今帰仁村、本部町、伊江村 

恩納・金武地区 金武町、恩納村、宜野座村 

久米島 － 久米島町 

大東島地方 大東島地方 － 南大東村、北大東村 

宮古島地方 宮古島地方 
宮古島 宮古島市 

多良間島 多良間村 

八重山地方 
石垣島地方 

石垣市 石垣市 

竹富町 竹富町 

与那国島地方 － 与那国町 

 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/
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（2）発表基準 

特別警報の発表基準は、数十年に一度という極めてまれで異常な現象を捕捉す

るよう定めており雨を要因とするものと台風等を要因とするものに分けられま

す。発表基準は第 3表、具体的な指標は第 4表のとおりです。警報や注意報の発

表基準は、過去の災害と災害発生時の気象状況との関連を調査し、防災関係機関

と協議のうえ必要な調整を行い市町村ごとに設定しています。大地震が発生し、

地盤が脆弱となっている可能性がある場合等は、雨による土砂災害の危険性が通

常より高くなっていると考えられることから、大雨警報・注意報の発表基準を暫

定的に通常基準よりも引き下げて運用します。 

 

沖縄地方の市町村ごとの警報・注意報基準値一覧表は、気象庁ホームページか

ら PDFファイル形式で入手できます。基準値一覧表の解説と合わせて活用願いま

す。警報・注意報基準値一覧表の URLは以下のとおりです。 

・沖縄本島地方 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/okinawahonto.html 

・大東島地方  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/daitojima.html 

・宮古島地方  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/miyakojima.html 

・八重山地方  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/yaeyama.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/okinawahonto.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/daitojima.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/miyakojima.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/yaeyama.html
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2-3 特別警報 

第 3表 特別警報の発表基準 

種類 基準 備考 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想

される場合 

雨を要因とする 

特別警報 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や

同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 
台風等を要因とする 

特別警報 
高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

 

第 4 表 特別警報の指標 

要因 指標 

雨を要因とする 

特別警報 

【浸水害の場合】 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数※１及び流域

雨量指数※２の基準値を地域毎に設定し、以下の①又は②を満たすと予想さ

れる状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※3がさらに降り続

くと予想される市町村等に大雨特別警報(浸水害)を発表します。 

①表面雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 30 個以上ま

とまって出現。 

②流域雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 20 個以上ま

とまって出現。 

※1 表面雨量指数：短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標 

※2 流域雨量指数：河川の上流域に降った雨による下流の対象地点の洪水危険度の高ま

りを把握するための指標 

※3 激しい雨：1時間に概ね 30mm以上の雨 

【土砂災害の場合】 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数※4の基準値

を地域ごとに設定し、この基準値以上になる 1km 格子がおおむね 10 格子以

上まとまって出現すると予想され、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想

される場合、その格子が出現している市町村等に大雨特別警報（土砂災害）

を発表します。 

※4 土壌雨量指数：降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標 

台風等を要因と

する特別警報 

指標（発表条件）※5となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が

接近・通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、暴風・

高潮・波浪の警報を、特別警報として発表します。 

※5 沖縄地方では、中心気圧 910hPa 以下 又は 最大風速 60m/s 以上 

 

【気象庁ホームページ】気象等に関する特別警報の発表基準 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html
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2-4 警報・注意報 

（1）大雨警報・注意報 

気象台では、大雨による床上・床下浸水、道路冠水などの浸水害又は土石流や

がけ崩れなどの土砂災害の発生が予想される場合に大雨警報・注意報を発表し、

警戒・注意を呼びかけます（第 2、3図）。大雨警報を発表する際には、特に警戒

を要する災害を警報名と併せて「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」、

「大雨警報（土砂災害、浸水害）」のようにお知らせしています。大雨警報（土砂

災害）は警戒レベル３相当、大雨注意報は警戒レベル２となります。 

  

 第 2 図 浸水害のイメージ     第 3 図 土砂災害のイメージ 

 

大雨警報・注意報では、浸水害の基準に表面雨量指数、土砂災害の基準には土

壌雨量指数を用いています。 

表面雨量指数とは、地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った

雨が地表面にどれだけたまっているかを数値化したものです（第 4 図）。 

 

第 4図 表面雨量指数のイメージ  
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土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ溜まっているか

を数値化したものです（第 5図）。 

大雨によって発生する土砂災害（土石流・がけ崩れなど）は、土壌中の水分量

が多いほど発生の可能性が高くなります。雨が降り止んだ後も土壌雨量指数の高

い状態が継続することがあります。このような場合には、大雨警報・注意報の発

表を継続します。 

第 5図 土壌雨量指数のイメージ 
 

（2）洪水警報・注意報 

洪水警報・注意報は、大雨、長雨などの現象により河川の水位が増し、そのた

めに河川敷内の施設などに損害、河川の堤防・ダムなどに損傷を与えることによ

って災害が予想される場合に発表し、警戒・注意を呼びかけます。洪水警報は警

戒レベル３相当、洪水注意報は警戒レベル２となります。 

洪水警報・注意報では、基準に流域雨量指数を用いています。また、主要な河

川では、表面雨量指数と流域雨量指数を組合せた「複合基準」もあります。 

流域雨量指数とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を

与えるかを、数値化したものです。大雨によって発生する洪水災害（河川の増

水、氾濫など）は、流下してくる雨水の量が多いほど発生の可能性が高く、か

つ、上流の降雨が下流に集まるまでの時間差も考慮する必要があります。また、

その場所に降った雨が少量でも上流域に降った雨の量が多ければ洪水の危険度が

高まることがあります（第 6図）。 
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第 6図 流域雨量指数のイメージ 

 

（3）暴風警報、強風注意報 

 暴風警報、強風注意報は、暴風や強風により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表し、警戒・注意を呼びかけます。風の強さについては、参考資料

「風の強さと吹き方」を参照ください。 

 

（4）波浪警報・注意報 

 波浪警報・注意報は、高波による遭難や沿岸施設の被害などの災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表し、警戒・注意を呼びかけます。 

 

（5）高潮警報・注意報 

高潮警報・注意報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表し、警戒・注意を呼びかけます。高

潮警報は警戒レベル４相当、高潮注意報は、警報に切り替える可能性が高い旨に

言及されているものは警戒レベル３相当、警報に切り替える可能性に言及されて

いないものは警戒レベル２となります。 

 

（6）雷注意報 

 雷注意報は、落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲

の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれ

があると予想したときに発表し、注意を呼びかけます。  
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（7）濃霧注意報 

 濃霧注意報は、濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

し、注意を呼びかけます。対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなる

ことによる交通障害等の災害があげられます。 

 

（8）乾燥注意報 

乾燥注意報は、空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに

発表し、注意を呼びかけます。具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生

する危険が大きい気象条件を予想した場合に発表します。 

 

（9）霜注意報 

霜注意報は、霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表し、注

意を呼びかけます。具体的には、寒候期に気温が下がって霜が発生することによる

農作物や果実の被害が発生するおそれのあるときに発表します。 

 

（10）低温注意報 

低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表し、

注意を呼びかけます。具体的には、低温による農作物の被害や水道管の凍結や破裂

による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表します。 

 

【気象庁ホームページ】気象警報・注意報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
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2-5 警報・注意報発表及び解除のタイミングと内容 

（1）発表のタイミング 

警報・注意報は、防災対応が可能な時間的余裕を見込んで、現象発生の 3～6

時間前に発表します（第 7図）。台風の接近により暴風警報を発表する場合も暴

風となる 3～6時間前になりますが、通勤・通学等社会的な影響を考慮し、昼過

ぎに暴風となる場合には、朝の時間帯の中でも例えば 6時 10分など早い時間に

発表するように努めます。また、警報級の現象がおおむね 6時間以上先に予想さ

れているときには、警報の発表に先立って、警報に切り替える可能性が高い注意

報を発表します（第 8図）。夜間・早朝に注意報基準に達する予想がある場合に

は、社会活動を考慮し前日の夕方に注意報を発表します（第 9図）。短時間の強

い雨に関する大雨・洪水警報や注意報については、ある程度の精度を確保するた

め、現象発生の 2～3時間前に発表します。随時、発表される気象情報と併せて

早めの防災活動等にご活用ください。 

第 7図 警報・注意報の発表タイミング（暴風警報の例） 

第 8図 警報の可能性を明記した記述例(暴風警報の可能性が高い強風注意報の例) 

第 9図 夜間・早朝に注意報級の現象が予想される場合（波浪注意報の例） 

 

高潮警報に切り替える可能性が高い高潮注意報は、暴風が吹き始めて屋外への立退

き避難が困難となるタイミングも考慮して、暴風警報が発表されている場合は高潮警

報として発表します。  
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（2）解除のタイミング 

警報・注意報は、現象がそれぞれの発表基準を下回り、その後おおむね 6時

間以内に再び基準に達するおそれがないと判断される場合に解除又は切り替え

を行います。 

暴風警報は、平均風速が基準（25m/s）を下回った後、再び基準を上回らない

と判断される場合に解除（強風注意報に切り替え）しますが、暴風警報が解除

された後も風速 20m/s以上の非常に強い風が継続して吹く場合もあることも考

慮した対応が必要です。また、大雨や洪水の警報・注意報も、それぞれの指数

基準を下回った後、再び基準に達しないと判断した場合に解除します。なお、

警報解除後は、住民が安易に災害発生のおそれはないと誤解してしまう可能性

もあることから、気象台が継続して発表する注意報等をもとに注意を呼びかけ

る必要があります。 

 

2-6 気象特別警報・警報・注意報の内容 

警報・注意報（今後の推移） 

警報・注意報の内容について、どの程度の危険度の現象がどのくらい先の時間

帯に予想されているかを分かりやすく伝えられるよう、気象庁ホームページでは

危険度を色分けして表示しています。具体的には警報級、注意報級の現象が予想

される時間帯をそれぞれ黄色、赤色、紫色、黒色で表示し、雨量、風速、潮位な

どの予測値も時間帯ごとに明示しています（第 10図）。 

「発表中の警報・注意報等の種類」に示す気象警報・注意報の種類は、注意報

を発表中であれば黄色、警報を発表中であれば赤色、警報に切り替える可能性が

高い注意報を発表中であれば黄色の背景に、赤色で囲まれた感嘆符を付して表示

します（第 11図）。 
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第 10図 市町村ごと警報・注意報（沖縄市の表示例） 

 

a「注意警戒事項」 

市町村が属する府県全体の警報・注意報の概要を 100文字以内で記述します。 

b「発表対象地域と警報・注意報の種別」 

どの地域に、どの警報・注意報が発表又は変更されているか記載、警報発表の可

能性を表示します。 

c「注意警戒期間と量的予測」 

現象ごとに 3時間ごとの注意警戒すべき時間帯やピーク時間、雨量や風速などの

予想最大値を表示します。また、日別で表示する警報・注意報もあります。 

d「備考・関連する事項」 

表で示した時間帯以降に警報級や注意報級の現象が続く予想や竜巻やうねりなど

警報・注意報に関連する現象について表示します。 

    

   第 11図 強風注意報の気象庁ホームページでの表示例  
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３ 早期注意情報（警報級の可能性） 
警報級の現象が 5日先までに予想されているときには、その可能性を［高］、

［中］の 2段階の確度を付して一次細分区域ごとに発表しています（第 12図）。 

なお、早期注意情報（警報級の可能性）は警戒レベル１となります。 

 

第 12図 早期注意情報（警報級の可能性）の発表例 

 

ア 数日先の「早期注意情報（警報級の可能性）」 

［高］や［中］が発表されたときは、心構えを早めに高めて、これから発表され

る「台風情報」や「予告的な府県気象情報」の内容に十分留意するようにしてくだ

さい。 

イ 翌日までの「早期注意情報（警報級の可能性）」 

［中］が発表されたときは、可能性は高くはありませんが、命に危険が及ぶよう

な警報級の現象となり得ることを表しています。深夜などに天気が急変して警報が

発表されても、あわてずに対応できるよう、あらかじめ心構えを高めておくことが

できます。［中］は警報級の現象をなるべく見逃さないように少しでも可能性があれ

ば発表します。 

［高］が発表されたときは、危険度が高まりつつあり、「警報に切り替える可能性

が高い注意報」や「予告的な府県気象情報」が既に発表されているか、まもなく発

表されることを表しています。命に危険が及ぶような警報級の現象が予想される詳

細な時間帯を気象警報・注意報等で確認するようにしてください。 

なお、［高］や［中］が発表されていなくても、天候の急激な変化に伴って警報発

表となる場合もありますので、警報発表時の対応を普段から考えておくことが大切

です。 

【気象庁ホームページ】早期注意情報（警報級の可能性） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html   

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html
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４ キキクル（危険度分布） 
4-1 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 

大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等を補足する情報です。1km四方の

領域（メッシュ）ごとに、土砂災害発生の危険度を 5段階に判定した結果を表示

します。避難にかかる時間を考慮して、危険度の判定には 2時間先までの雨量予

測に基づく土壌雨量指数の予想を用いており、10分ごとに更新されます（第 13

図）。土砂災害警戒情報や大雨警報（土砂災害）・注意報が発表されたときに、ど

こで土砂災害発生の危険度が高まっているかを把握することができます。なお、

危険度分布の色に応じた避難行動は第 5表のとおりです。 

第 13図 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 

 

第 5表 土砂キキクルの色に応じた避難行動と相当する警戒レベル 

【気象庁ホームページ】土砂災害警戒情報・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html
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4-2 浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

大雨警報（浸水害）を補足する情報です。1km四方の領域（メッシュ）ごとに、

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりを 5段階に判定した結果を表示しま

す。危険度の判定には 1時間先までの雨量予測に基づく表面雨量指数の予想を用い

ており、10分ごとに更新されます（第 14図）。 

大雨警報（浸水害）・注意報が発表された市町村内において、実際にどこで危険

度が高まっているかを把握することができます。なお、危険度分布の色に応じた避

難行動は第 6表のとおりです。 

第 14図 浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

 

第 6表 浸水キキクルの色に応じた避難行動の例 

【気象庁ホームページ】浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_inundation.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_inundation.html
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4-3 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

洪水警報を補足する情報です。河川の上流域に降った雨による流出・流下過程

を考慮して、下流の対象地点での洪水発生の危険度の高まりを 5段階に判定した

結果を表示します。危険度の判定には 3時間先までの雨量予測に基づく流域雨量

指数の予想を用いており、10分ごとに更新されます（第 15図）。 

洪水警報・注意報が発表された市町村において、実際にどこで危険度が高まっ

ているかを把握することができます。なお、危険度分布の色に応じた避難行動は

第 7表のとおりです。 

第 15図 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

 

第 7表 洪水キキクルの色に応じた避難行動と相当する警戒レベル 

【気象庁ホームページ】洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html
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4-4 流域雨量指数の予測値 

基準値を設定している河川ごとに、過去 12時間、現在時刻、及び 6 時間先まで 1時

間ごとの流域雨量指数の値を表示しています（第 16図）。 

第 16図の基準Ⅰは注意報基準、基準Ⅱは警報基準、基準Ⅲは警報基準を大きく超過

した基準を表しており、「単独基準」とは河川の外水氾濫を対象として流域雨量指数単

独で定めた基準値で、「複合基準」とは河川の湛水型の内水氾濫を対象として流域雨量

指数と表面雨量指数の組合せにより定めた基準のうち流域雨量指数の方の基準値を示

します。 

「水位周知河川」や「その他河川」においては水位が急激に上昇するため、実際に水

位が上昇するよりも早い段階から当該河川の「流域雨量指数の予測値」を参照・利用い

ただくことが重要です。 

一方、実際に水位が上昇した段階では、流域雨量指数のみを参照するのではなく、現

地情報（水位やカメラ画像、水防団からの報告等）と合わせた利用をお願いします。 

 

 

第 16図 上：流域雨量指数の予測値（沖縄市）、下：予測値の監視地点（名護市） 

【気象庁ホームページ】流域雨量指数の予測値 

https://www.jma.go.jp/bosai/floodindex/ 

  

※●は代表地点 

https://www.jma.go.jp/bosai/floodindex/
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4-5 キキクル（危険度分布）の通知サービス 

気象庁では、災害の危険度を「早い段階から」「地域をより絞って」情報を伝えるため、

浸水や洪水、土砂災害の危険度を５段階で表示する「キキクル（大雨・洪水警報の危険度

分布）」を発表しています。これと併せて、気象庁では民間事業者と連携して、自分が登

録した地域がキキクルで危険度が高まった場合や警報等が発表された場合に自動で通知

するサービスを提供しています。 

【気象庁ホームページ】「キキクル」（危険度分布）の通知サービス 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ame_push.html 

 

4-6 キキクル（危険度分布）とハザードマップの重ね合わせ 

土砂災害の被害を防ぐためには、土砂災害から命を守れるように備えておくことが重要

です。キキクルとハザードマップを重ね合わせることにより、土砂災害警戒区域等にあた

るかどうか確認し適切な避難情報の発令に活用してください。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ame_push.html


25 

５ 気象情報 

5-1 気象情報の役割 

（1）警報や注意報に先立つ注意の喚起（予告的情報） 

警報や注意報に先立って現象を予告し、注意・警戒を呼びかけます。 

（2）警報や注意報の補完（補完的な情報） 

警報や注意報の内容を補完して現象の経過や予想、防災上の注意点を解説します。 

（3）顕著な大雨や記録的な短時間の大雨を観測したときの、より一層の警戒の呼びかけ 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非

常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワード

を使って解説する「顕著な大雨に関する情報」を発表します。 

また、数年に一度しか起こらないような記録的な短時間の大雨を観測したときに、

より一層の警戒を呼びかけます。 

（4）社会的に影響の大きな天候についての解説など 

社会的に影響の大きな天候について注意を呼びかけたり、解説したりします。 

 

5-2 気象情報の種類 

気象情報には、対象となる地域による種類、対象となる現象による種類、発表

形式による種類があります。 

（1）対象となる地域による種類 

気象情報を発表する地域によって 3種類に分けています。全国を対象とする「全

般気象情報」、全国を 11に分けた地方予報区（沖縄県の場合は、沖縄地方）を対象

とする「地方気象情報」、各府県予報区（沖縄県の場合は、沖縄本島地方、宮古島

地方、八重山地方、大東島地方）を対象とする「府県気象情報」があります。 

（2）対象となる現象による種類 

ア 「台風」「暴風」「強風」「大雨」「高波」「雷」「突風」「少雨」「長雨」「潮位」

「黄砂」などがあります。 

イ 「高波と強風」、「大雨と雷」のように組合せて発表することもあります。 

（3）発表形式による種類 

文章だけの「文章形式」と、図を主体とした「図形式」の二種類があります。 

・文章形式では、解説文（見出し、本文）のみで構成し、重要な点や防災上の注

意事項などを総合的に記述します。また、重大な災害が差し迫っている場合に

一層の警戒を素早く呼びかけるため、見出しのみの短文で伝える気象情報を発

表します（第 17図）。 

・図形式では、図表類を用いて伝えるべき最も重要な点に絞り込んだ短い解説を

行います。 

 

【気象庁ホームページ】気象情報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho.html
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第 17図 見出しのみの短文で伝える気象情報例（文章形式） 

 

参考：気象情報で用いる気象観測施設等の名称 

気象情報では、防災担当者や地域住民の方々が、現象の発生している地域を把握す

ることが重要であることから、気象観測施設（アメダス等）（第 18図）で観測された

雨量や風速を記述する際には、アメダス等の観測所名とは別に、あらかじめ定めてお

いた気象情報で用いる名称を用います（第 8表）。 

 

第 18図 沖縄県内の気象観測施設の配置  
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第 8 表 観測所名と気象情報で用いる名称の対照表（令和 7年 8月 7日） 

観測所名 空港 気象情報で用いる名称 

伊是名 いぜな  伊是名村内花 いぜなそんうちはな 

奥 おく  国頭村奥 くにがみそんおく 

国頭 くにがみ  国頭村比地 くにがみそんひじ 

本部 もとぶ  本部町謝花 もとぶちょうじゃはな 

東 ひがし  東村平良 ひがしそんたいら 

粟国 あぐに  粟国空港 あぐにくうこう 

名護 なご  名護市宮里 なごしみやざと 

読谷 よみたん  読谷 よみたん 

渡名喜 となき  渡名喜 となき 

宮城島 みやぎじま  うるま市宮城島 うるましみやぎじま 

北原 きたはら ● 久米島空港 くめじまくうこう 

久米島 くめじま  久米島町謝名堂 くめじまちょうじゃなどう 

胡屋 ごや  沖縄市胡屋 おきなわしごや 

渡嘉敷 とかしき  渡嘉敷村渡嘉敷島 とかしきそんとかしきじま 

那覇 なは  那覇市樋川 なはしひがわ 

安次嶺 あしみね ● 那覇空港 なはくうこう 

糸数 いとかず  南城市糸数 なんじょうしいとかず 

北大東 きただいとう ● 北大東空港 きただいとうくうこう 

南大東 みなみだいとう  南大東村在所 みなみだいとうそんざいしょ 

旧東 きゅうとう ● 南大東空港 みなみだいとうくうこう 

下地島 しもじしま ● 下地島空港 しもじしまくうこう 

宮古島 みやこじま  宮古島市下里 みやこじまししもざと 

鏡原 かがみはら ● 宮古空港 みやこくうこう 

城辺 ぐすくべ  宮古島市新城 みやこじましあらぐすく 

仲筋 なかすじ ● 多良間空港 たらまくうこう 

伊原間 いばるま  石垣市伊原間 いしがきしいばるま 

所野 ところの ● 与那国空港 よなぐにくうこう 

与那国島 よなぐにじま  与那国町祖納 よなぐにちょうそない 

川平 かびら  石垣市川平 いしがきしかびら 

西表島 いりおもてじま  竹富町上原 たけとみちょううえはら 

石垣島 いしがきじま  石垣市登野城 いしがきしとのしろ 

盛山 もりやま ● 石垣空港 いしがきくうこう 

大原 おおはら  竹富町大原 たけとみちょうおおはら 

波照間 はてるま  竹富町波照間 たけとみちょうはてるま 
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5-3 台風情報 

（1）台風に関する気象情報 

ア 文章形式 

気象台では、台風の観測時刻から約 90～100分後に発表します（第 19

図）。雨、風の実況・予想、防災上の警戒事項を詳しく記述します。また、瞬

間的に吹く、より強い風への警戒を呼びかける目的で、予想される最大瞬間

風速も記述します。雨や風の量的な予想は、おおむね 24時間先又は明日まで

記述することを基本としていますが、風における 2日先（明後日）の早期注

意情報で［高］又は［中］と予想した場合など、防災活動上有効であると判

断した場合には、48時間先又は明後日の量的な予想も記述します。 

 

第 19図 台風に関する気象情報例（文章形式：地方気象情報） 



29 

イ 図形式 

気象台では、文章情報に変えて、または文章情報とは別に図形式で情報を

発表することがあります。たとえば、台風の現況及び予想経路と防災事項を

示した短い文章で構成された情報があります（第 20図）。他にも、暴風が吹

く予想がある場合（警報級の可能性[中]以上）は、今後の見通しを視覚的に

分かりやすく伝えることを目的とし、バーチャート形式の気象情報を発表す

る場合などもあります（第 21図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第 20図 台風に関する気象情報例（図形式：府県気象情報） 

    第 21図 台風に関する気象情報例（図形式：地方気象情報） 
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ウ 見出しのみの短文で伝える気象情報 

特別警報を発表した場合など、特別警報を発表した事実を速やかに短文で伝

えることを目的に、見出しのみの短文形式で気象情報を発表します。見出しの

みの短文形式の気象情報では、見出し文に伝えたいことを記述し、本文は「な

し」と記述されます（第 22 図）。 

 

第 22図 見出しのみの短文形式の気象情報例 

 

（2）台風の実況と 5日先までの予報（台風に発達する熱帯低気圧を含む） 

気象庁ホームページで「台風情報」として提供します。 

 

ア 台風（発達する熱帯低気圧を含む）の実況 

台風の実況を 3時間ごとに発表します。台風の実況の内容は、台風の中心位

置、進行方向と速度、中心気圧、最大風速（10 分間平均）、最大瞬間風速、暴

風域、強風域です。さらに、台風が日本に接近し、影響するおそれがある場合

には、台風の位置や強さなどの実況と 1時間後の推定値を 1時間ごとに発表す

るとともに、24時間先までの 3時間刻みの予報を 3時間ごとに発表します。 

 

イ 台風（発達する熱帯低気圧を含む）の予報 

台風の 1 日（24 時間）先までの 12 時間刻みの予報を 3 時間ごとに発表し、

さらに 5 日（120 時間）先までの 24 時間刻みの予報を 6 時間ごとに発表しま

す。予報の内容は、各予報時刻の台風の中心位置（予報円の中心と半径）、進行

方向と速度、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域です。 

破線の円は予報円で、台風の中心が到達すると予想される範囲を示します。

台風の大きさの変化を表すものではありません。予報した時刻に、この円内に

台風の中心が入る確率は 70％です。また、予報円の中心を結んだ白色の破線を

表示することもできますが、台風の中心が必ずしもこの線に沿って進むわけで

ないことに注意してください。予報円の外側を囲む赤色の実線は暴風警戒域で、

台風の中心が予報円内に進んだ場合に 5 日（120 時間）先までに暴風域に入る

おそれのある範囲全体を示しています。（第 23図） 

台風の動きが遅い場合には、12時間先の予報を省略することがあります。

暴風域、強風域、暴風警戒域は、実況や予想される最大風速が小さい場合は

表示されません。 

平成〇〇年台風第〇号に関する沖縄本島地方気象情報 第△△号 

令和〇年〇月〇〇日〇〇時〇〇分 沖縄気象台発表 

 

（見出し） 

沖縄本島地方に特別警報を発表しました。猛烈な台風第△号の接近により、久米島を中心に

これまでに経験したことのないような暴風、高波、高潮となるおそれがあります。最大級の

警戒をしてください。 

（本文） 

なし 
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なお、台風の最大風速が 25m/s となった場合、暴風域を円で表現できないた

め表示はなくなります。しかし、台風がかなり近づく予想の場合、暴風警報が

発表されることもあるので留意が必要です。 

第 23図 台風予報の表示例（台風経路図） 

参考資料：台風の大きさ強さ  
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ウ 台風の暴風域に入る確率 

5 日（120 時間）先までに台風の暴風域に入る確率の市町村等をまとめた地域ご

との時系列図を 6時間ごとに発表します。時系列図は、下の図のように 3時間ごと

の値を示します。 

第 24図 台風の暴風域に入る確率の表示例（時系列グラフ） 

 

グラフの左側は 5日（120時間）先までの 3時間ごとの暴風域に入る確率を示

します。グラフ右側はそれぞれ 24、48、72、96、120時間先までの暴風域に入る

確率を積算値で示します。 

早ければ値が出はじめる時間帯から（上図では 31日 15時から）、暴風域に入

る可能性があります。値がピーク頃の時間帯（上図では 8月 1日 6 時～12時）

は、最も暴風域に入っている可能性が高い時間帯です。また、値が小さくなった

時間帯（上図では 8月 3日 9時まで）でも、まだ暴風域に入っている可能性があ

ることに注意が必要です。 

暴風域に入る確率は、台風の予報円の大きさ（進路予報の不確実性）を考慮し

て計算されています。一般的に情報の発表時刻から先の時間になるほど予報円が

大きくなり、広い地域に低く確率が予報されます。このため台風が離れていると

きに確率が低い地域でも、台風が接近することで確率が高くなることがありま

す。 

暴風による危険性は大きいため、発表されている確率が低くても、確率の変化傾

向やピークの時間帯に注目し、常に最新の予報をご利用ください。なお、暴風域に

入る確率は予報円の大きさから自動的に計算されますが、早期注意情報は予報官が

総合的に判断して決めていますので必ずしも一致するものではないことに留意し

てください。 
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(3) 気圧の傾きによる暴風ついて 

沖縄地方の暴風警報の基準は、平均風速 25m/s以上となっており、風速 25m/s以

上の暴風域と同じ値となっています。このため、台風接近時の暴風警報は、暴風域

の入出期間とほぼ一致することになります。しかし、台風と大陸の高気圧や太平

洋側の高気圧との間で気圧の傾きが大きくなる場合には、暴風域に入る前に暴風

となることもあり、この場合の暴風警報は暴風域の入出期間とは一致しません（第

25図）。 

このことから、気象台では暴風域の入出期間にこだわらず、いつから暴風とな

るかを検討し暴風警報を発表しています（強風注意報における強風期間も同様）。 

 

 
第 25図 平成 26年台風第 19号接近時における気圧の傾き 

 

【気象庁ホームページ】台風情報の種類と表現方法 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/7-1.html 

  

大陸側の高気圧と 

台風との間で気圧 

の傾きが大きい。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/7-1.html
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5-4 大雨に関する気象情報 

（1）文章形式 

注意警戒事項と今後の予想及び必要に応じて実況などを記述します。 

（2）図形式 

図形式の内容は、伝えるべき最も重要な点に絞り込んだ短い解説文や説明を付

した図（レーダー画像等）で構成されます（第 26図）。 

 

第 26図 大雨と雷及び突風に関する気象情報例（図形式） 

 

 （3）記録的な大雨に関する情報 

雨を要因とする特別警報の発表された場合には、それを補足する情報として「記録

的な大雨に関する〇○○○気象情報」を発表します（第 27図）。この情報は見出しの

みの短文形式で発表し、本文は「なし」と記述します。

 

第 27図 記録的な大雨に関する情報 
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（4）線状降水帯に関する各種情報 

 

ア 線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ 

「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大

雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報に

おいて、「線状降水帯」というキーワードを使って呼びかけます。この呼びかけは、

警戒レベル相当情報を補足する解説情報とし府県単位で発表します。（第 28図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28図 線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ例 

 

イ 顕著な大雨に関する情報とは 

顕著な大雨に関する情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている

中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線

状降水帯」というキーワードを使って解説する情報です（第 29図）。この情報は警

戒レベル４相当以上の情報を補足する情報で、短文形式で発表します。

 

第 29図 顕著な大雨に関する短文形式の情報 

 

ウ 顕著な大雨に関する情報の発表基準 

現在、10分先、20分先、30 分先のいずれかにおいて、以下の基準をすべて満

たす場合に発表します。 

（ア） 解析雨量（5kmメッシュ）において前 3時間積算降水量が 100mm以上の

分布域の面積が 500km2以上の領域が存在 

（イ） （ア）領域の形状が線状（長軸・短軸比 2.5以上） 

（ウ） 領域内の前 3時間積算降水量最大値が 150mm以上 
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（エ） 領域内の土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)の危険度分布）において土

砂災害警戒情報の基準を実況で超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準

値への到達割合 8割以上）又は洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）にお

いて警報基準を大きく超過した基準を実況で超過 

※上記（ア）～（エ）すべての条件を満たした場合に発表します。 

※情報を発表してから 3時間以上経過後に発表基準を満たしている場合は再発

表するほか、3時間未満であっても対象区域に変化があった場合は再発表しま

す。 

 

エ 顕著な大雨に関する情報を補足する「線状降水帯」の表示 

顕著な大雨に関する情報が発表された際には、「雨雲の動き」、「今後の雨」（1

時間雨量又は 3時間雨量）において、大雨による災害発生の危険度が急激に高

まっている線状降水帯の雨域を赤い楕円で表示します。現在時刻に解析された

線状降水帯の雨域を実線で、10～30分先に解析された線状降水帯の雨域を破線

で表示します（第 30図）。 

 災害発生の危険度が高まっている場所の詳細はキキクル（危険度分布）で確

認してください。 

第 30図 雨雲の動き（線状降水帯の雨域が赤楕円で表示されている） 

 

【気象庁ホームページ】線状降水帯に関する各種情報 

  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html 

5-5 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）を発表中に、さらに土砂災害の危険

度が高まった市町村を特定し、沖縄県と気象台が共同して発表する情報で、危険な

場所からの避難が必要な警戒レベル４に相当します（第 31 図）。市町村長が避難

指示等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断等に

利用できることを目的としています。 

土砂災害の危険度が高まっている場所は、土砂キキクル（危険度分布）で確認で

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html
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きます。 

 

土砂災害警戒情報の利用上の留意点 

ア 土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難指示等の災

害応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としてい

ます。 

イ 土砂災害は、それぞれの斜面における植生、地質、風化の程度、地下水の状況

等に大きく影響されるため、個別の発生箇所・時間・規模等を詳細に特定する

ことはできません。 

ウ 技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等は、土砂

災害警戒情報の発表対象とはしていません。 

 

第 31図 土砂災害警戒情報例（沖縄本島地方） 

 

【気象庁ホームページ】土砂災害警戒情報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html
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5-6 記録的短時間大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計による

観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）

したりしたときに発表します。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災

害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨

量であることをお知らせするために、雨量基準を満たし、かつ、大雨警報発表中に、

キキクル（危険度分布）の「危険」（紫、警戒レベル４相当）以上が出現している場

合に発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています（第 32

図）。発表基準は第 9表のとおりです。 

第 32図 記録的短時間大雨情報（電文例） 

 

第 9表 記録的短時間大雨情報の発表基準（１時間雨量） 

区域 沖縄本島地方 大東島地方 宮古島地方 石垣島地方 与那国島地方 

雨量（mm） 110 100 120 120 100 

 

【気象庁ホームページ】記録的短時間大雨情報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html 

 

5-7 竜巻注意情報 

竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等の激しい突風に

対して注意を呼びかける気象情報で、雷注意報を補足する情報です。今まさに、竜

巻やダウンバーストなどの激しい突風が発生しやすい気象状況となった段階で、

「竜巻注意情報」を発表します。竜巻は、発現時間が短い現象のため、この情報の

有効期間は約 1時間となっていますが、注意すべき状況が続く場合には、再度発表

します。また、竜巻注意情報は、本島中南部などの天気予報と同じ一次細分区域で

発表します（第 33図）。なお、竜巻の目撃情報があった場合には、見出し文の冒頭

に「【目撃情報あり】」が付加された竜巻注意情報を発表します（第 34図）。目撃

情報は、気象台での観測結果以外に公的機関からの目撃情報等も含まれます。沖縄

県内では、沖縄県警察（平成 28年 3月 1日から）と沖縄県消防機関（平成 28年 5

月 9日から）からの目撃情報を活用しています。 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html
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第 30図 竜巻注意情報例（沖縄本島地方） 

 

 

 

 

 

第 33図 竜巻注意情報例（沖縄本島地方） 

 

 

第 34図 「目撃情報あり」の竜巻注意情報例（沖縄本島地方） 

 

【気象庁ホームページ】竜巻注意情報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/tatsumaki.html 

  

沖縄本島地方竜巻注意情報 第１号 

令和○○年○月○日０１時０８分 気象庁発表 

 

本島中南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 

 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な

建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してくだ

さい。 

 

この情報は、○日０２時２０分まで有効です。 

危険な状況を示し、具体

的な行動について記述 

有効期間は、発表時刻か

らおよそ約 1時間 

沖縄本島地方竜巻注意情報 第１号 

令和○○年○月○日１４時００分 気象庁発表 

 

【目撃情報あり】本島中南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 

本島中南部、本島北部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。 

 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建 

物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

 

この情報は、○日１５時００分まで有効です。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/tatsumaki.html
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5-8 ナウキャスト（雨雲の動き・雷・竜巻）及び今後の雨（降水短時間予報） 

発達した積乱雲の下では、局地的大雨や竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風や落雷などの災害が発生します。積乱雲の発達や移動については、積乱雲の

規模が小さく発現時間も 1時間程度と短いため、最新の技術によっても予測が難

しいのが現状です。しかし、降水ナウキャスト、竜巻注意情報、竜巻発生確度ナ

ウキャスト、雷ナウキャストなどの気象情報を適切に利用すれば、局地的大雨、

竜巻や雷の被害を減らすことができます。 

 

（1）雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 

気象レーダーの観測データを利用して、もっと細かくて 250m 四方の解像度で降

水の短時間予報を提供しています。高解像度降水ナウキャストでは、強い雨や落雷、

竜巻などの災害をもたらす積乱雲の急発達などの最新の状況と予報が把握できま

す。解析と 60 分先までの 5 分ごとの予測（降水強度）を確認することが可能で、

30 分先までの予測は 250m 四方の細かさで、35 分から 60 分先までの予測は 1km 四

方の細かさで提供しています。また、ホームページでは、地図の拡大表示や、アメ

ダス 10分間雨量との重ね合わせなどの便利なツールを使うことができます（第 35

図）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35-1図 「雨雲の動き」の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35-2図 「雨雲の動き」の表示追加例 

【気象庁ホームページ】高解像度降水ナウキャスト、降水短時間予報 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/kotan_nowcast.html  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/kotan_nowcast.html
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（2）竜巻発生確度ナウキャスト 

竜巻発生確度ナウキャストは、竜巻などの激しい突風が発生する可能性を、発

生確度 1と 2の階級に分けて、解析と 60分先までの 10分ごとの予報を 10分ごと

に更新してホームページで提供します。格子間隔は 10kmです（第 36図、第 10

表）。 

 

第 36図 竜巻発生確度ナウキャストの表示例 

 

第 10表 竜巻発生確度ナウキャストの発生確度と状況 

発生確度 状況 

２ 

竜巻などの激しい突風が発生する可能性があり、注意が必要である。

予測の適中率は 7～14％程度、捕捉率は 50～70％程度である。発生

確度 2 となっている地域には竜巻注意情報が発表される。 

１ 

竜巻などの激しい突風が発生する可能性がある。予測の適中率は 1～

7％程度と発生確度 2 の地域よりは低いが、捕捉率は 80％程度と見逃

しが少ない。 

※発生確度 1 や 2 となっていない地域でも、積乱雲の周辺では竜巻など激しい突風が発生する

ことがある。 

※竜巻など激しい突風の予測は難しく、竜巻注意情報や竜巻発生確度ナウキャストの空振りが

多くなる（発生確度 2 の場合で適中率 7～14％）。それでも通常より格段に竜巻が発生しやす

い状況である。 

 

【気象庁ホームページ】竜巻発生確度ナウキャスト 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado3-1.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado3-1.html
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 （3）雷ナウキャスト 

雷ナウキャストは、雷の激しさや雷の可能性などの状況を活動度 1から 4まで

に分けて、解析と 60分先までの 10分ごとの予報を 10分ごとに更新してホームペ

ージで提供します。格子間隔は 1kmです（第 37図、第 11表）。 

 

第 37図 ナウキャスト（雷）の表示例 

 

第 11表 活動度に対応した雷の状況及び想定される対応 

 

【気象庁ホームページ】雷ナウキャスト 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder2-2.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder2-2.html
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（4）竜巻や雷に対する防災対応 

竜巻などの激しい突風に対する気象情報は、発生の可能性に応じて段階的に発

表します。竜巻などの激しい突風のおそれが大きい気象状況が予想された時に

は、前日のうちに気象情報で「竜巻などの激しい突風による被害の起こるおそ

れ」と明記して予告的気象情報を発表して注意を呼びかけますので、予告的気象

情報が発表されたら防災気象情報の収集強化が必要です。 

次に雷注意報が発表された場合は、ナウキャストを利用して竜巻や雷の危険度

が高まっている地域や今後の予想から竜巻の発生確度や雷の活動度をこまめに確

認してください。 

竜巻注意情報が発表されたら周囲の空の状況に注意を払い、「空が急に暗くな

る」「大粒の雨が降り出す」「雷が鳴るなど積乱雲が近づく」といった積乱雲が

近づく兆候を確認した場合は、近くの頑丈な建物の中に移動するなど、身の安全

を図ることを住民に対して周知する必要があります（第 38図）。 

「気象情報」「雷注意報」「竜巻注意情報」「竜巻発生確度ナウキャスト」「雷

ナウキャスト」を有効に利用し防災対応にご活用ください。 

 

 

第 38図 竜巻や雷に関する気象情報と防災対応 

 

【気象庁ホームページ】急な大雨や雷・竜巻から身を守るために 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tenki_chuui/tenki_chuui_p1.html 

  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tenki_chuui/tenki_chuui_p1.html
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（5）今後の雨（降水短時間予報） 

レーダーとアメダスなどの降水量観測値から作成した降水量分布、15 時間先まで

の 1時間ごとの降水量分布を予測したものを表示します。6時間先までの降水量予測

は 10 分ごとに、7 時間先から 15 時間先までの降水量予測は 1 時間ごとに更新しま

す。 

大雨による災害から早めに避難行動をとる際に役立てることができるよう、日常生

活において、朝出かける前に夜までの雨の予報を確認する、夜寝る前に翌日の午前中

の雨予報を確認することができます。防災対応においては、台風等により夜間から翌

日の明け方にかけて大雨が予想される場合に、大雨となる時間帯や場所の見込みを夕

方の時点で把握できます（第 39図）。 

 

第 39図 今後の雨（降水短時間予報）の表示例 

 

【気象庁ホームページ】今後の雨 

https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/ 

  

https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/
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5-9 波浪、高潮に関する情報 

(1)高潮 

主に台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降下による海面の吸い上げ効果と風による海

水の吹き寄せ効果のため、海面が異常に上昇する現象を高潮といいます。 

 

ア 吸い上げ効果と吹き寄せ効果 

台風や低気圧の中心では気圧が周辺より低いため、気圧の高い周辺の空気は海水を押し

下げ、中心付近の空気が海水を吸い上げるように作用する結果、海面が上昇します。これ

を「吸い上げ効果」といい、気圧が 1ヘクトパスカル（hPa）下がると、潮位は約 1センチ

メートル上昇すると言われています。 例えば、それまで 1000 ヘクトパスカルだったとこ

ろへ中心気圧 950ヘクトパスカルの台風が来れば、台風の中心付近では海面は約 50センチ

メートル高くなり、そのまわりでも気圧に応じて海面は高くなります。 

また、台風や低気圧に伴う強い風が沖から海岸に向かって吹くと、海水は海岸に吹き寄

せられて「吹き寄せ効果」と呼ばれる海岸付近の海面の上昇が起こります。この効果によ

る潮位の上昇は風速の 2 乗に比例し、風速が 2 倍になれば海面上昇は 4 倍になります。ま

た遠浅の海や、風が吹いてくる方向に開いた湾の場合、地形が海面上昇を増大させるよう

に働き、特に潮位が高くなります。 

台風や低気圧が通過するときは、この「吸い上げ効果」や「吹き寄せ効果」により潮位

が大きく上昇することがあり、これを高潮といいます。 

高潮災害は、年間の潮位が最も高くなる夏から秋に台風が襲来して発生することが多く、

さらに台風の接近や通過が大潮の時期（新月または満月の前後数日間）の満潮の時間帯と

重なると特に警戒が必要です。ただし地域によっては、大潮の満潮時以外にも高潮が発生

しており、台風の接近が大潮や満潮時ではないからといって安心はできません。 

【気象庁ホームページ】吸い上げ効果と吹き寄せ効果による高潮 
 https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/takashio.html 

イ うねりを伴った高波の効果 

「吸い上げ効果」や「吹き寄せ効果」による潮位の上昇に加えて、台風からのうねりを

伴った高波が直接海岸に到達する場合、その破壊力は非常に大きいため、海岸付近の道路

や港湾施設、係留船舶などに被害が及んだり、沿岸部に浸水をもたらしたりするなど被害

が拡大します。 

 また、砕けた高波によって岸側に海水が滞留し、潮位が更に上昇する効果をもたらした 

第 40図 高潮の起きるしくみ 

30m 

第 41図 台風からのうねりを伴っ
た高波が岸壁に打ち上がる様子（南
大東島） 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/takashio.html
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り、サーフビートと呼ばれる湾状リーフ水域における共振現象が発生したりすると、津波

のように一気に大量の海水が繰り返し押し寄せる場合もあります（第 40、41図）。 

【気象庁ホームページ】うねりを伴った高波の効果 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/wavesetup.html 

 

ウ 潮位観測情報 

気象庁ホームページの「防災情報」や「あなたの町の防災情報」ページから「潮位観測 

情報」のページに進み、観測所のある市町村を選択すると、実際に観測された潮位や、潮 

位偏差※１などを表示できます。また、観測所以外の市町村を選択すると、天文潮位※２潮

位の推定値を表示できます。台風接近時などの高潮が予想される場合の防災活動にご利用

ください（第 42、43図）。 

※１ 潮位偏差：天文潮位と気象などの影響を受けた実際の潮位との差 

※２ 天文潮位：月や太陽の起潮力によって生じる海面の昇降現象を予想した潮位 

 

第 43図 観測所のある市町村を選択した場合の表示例  

第 42 図 潮位観測情報の表示方法 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/wavesetup.html
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グラフには３日間（又は 1 日分）の天文潮位と実際の潮位、高潮警報・注意報基準、潮

位偏差が表示されます。高潮特別警報、高潮警報や高潮注意報が発表されている時は、注

意期間、警戒期間、予想されるピーク時刻、注意警戒期間の予想最高潮位も合わせて表示

されます。観測所では、過去に観測した最高潮位も表示されます。観測所以外の市町村を

選択すると、天文潮位、推定の潮位、高潮警報・注意報基準値のグラフが表示されていま

す。高潮特別警報、高潮警報や高潮注意報が発表されている時は、注意期間、警戒期間、

予想されるピーク時刻、注意警戒期間の予想最高潮位も合わせて表示されます（第 44図）。 

 

 

第 44図 観測所がない市町村を選択した表示例 
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エ 想定される被害 

高潮と高波との相乗効果で海岸付近に被害をもたらす場合、高潮高波災害とも呼ばれま

す。想定される被害としては、離岸堤や防波堤などの海岸構造物、港湾施設の損壊が挙げ

られます。また、港湾に係留した船舶についても陸地への乗り上げや衝突、係留ロープの

切断による流出、転覆、沈没などが考えられます。高潮が護岸を越えてくる場合は、海岸

線沿いの道路が冠水し、うねりを伴った高波と合わさって護岸ごと損壊するおそれもあり、

高潮が更に内陸部に達すると、家屋や車両が浸水し人的被害の危険もでてきます。そのほ

か、台風の中心がはるかに離れていても高波が直接押し寄せる場合、重大な高潮高波災害

が発生することもありますので、油断はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→この項は、「ですます調」ではなく「である 

 

  

第 45 図 2006 年台風第 13 号による本部港の高潮高波災害 

2006 年の台風第 13 号は 9 月 16 日夜か

ら 17 日明け方にかけて、久米島の西海上を

北上しました。本部町では高波（波高 10m

周期 12 秒）と満潮時刻頃の高潮の相乗効果

によって、港湾施設等に被害をもたらしま

した。 

台風が沖縄本島から約 200km 離れてい

るにもかかわらず、高潮・高波に伴う大き

な被害が発生した事例です。陸地に打ち上

げられた写真の消波ブロックの重さは 1 個

で約 3 トンあります（第 45、46図）。 

 

第 46 図 2006 年台風第 13 号の経路図 
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(2)波浪 

ア 風浪とうねり 

 海上で風が吹くと、海面には波が立ち始め、立ち始めた波は風の吹く方向に進んでいき

ます。波が進む速さ（以下、波速）より風速が大きければ、波は風に押されて発達を続け

ます。このように、海上で吹いている風によって生じる波を“風浪”と呼びます。風浪は

発達過程の波に多く見られ、個々の波の形状は不規則で尖（とが）っており、強風下では

しばしば白波が立ちます。発達した波ほど波高が大きく、周期と波長も長くなり、波速も

大きくなります。 風浪の発達は理論上、波速が風速に近づくまで続きますが、強い風の場

合は先に波が砕けて発達が止まります。 

 一方、風浪が風の吹かない領域まで進んだり、海上の風が弱まったり風向きが急に変化

するなどして、風による発達がなくなった後に残される波を“うねり”と呼びます。うね

りは減衰しながら伝わる波で、同じ波高の風浪と比較すると、その形状は規則的で丸みを

帯び、波の峰も横に長く連なっているので、ゆったりと穏やかに見えることもあります。

しかし、うねりは風浪よりも波長や周期が長いために水深の浅い海岸（防波堤、磯、浜辺

など）付近では海底の影響を受けて波が高くなりやすいという性質を持っています（浅水

変形）。そのため、沖合から来たうねりが海岸付近で急激に高波になることがあり、波にさ

らわれる事故も起こりやすいので注意が必要です（第 47図）。 

 

 

イ 台風からのうねり 

台風からのうねりは、台風周辺の発達した高波が遠くへ伝わるにつれて、波高が低くな

る代わりに波長が長く変化したものです。そのため、波高が同程度の場合、通常の風によ

って発生・発達する風浪と比べて、うねりは一波の作用する時間が長くその威力は強大で

す。人が足もとをすくわれて岩場に叩きつけられたり、一回の引き波で沖まで流されたり

といった危険を伴い、ときには船舶の座礁や転覆の原因にもなります。このため、リーフ

際や浅瀬など海岸付近における船舶の航行・操業のほか、海水浴やダイビング、魚釣りや

磯遊びなどのレジャーの際は十分な注意が必要です。また、うねりは風浪と異なり、天気

が良く風が弱くても海岸付近で急激な高波となること、さらに夜間は波頭が見えにくいた

第 47 図 風浪とうねり 
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め、不意打ちとなりやすいことにも注意しなければなりません。沖縄ではこれから本格的

な海のシーズンとなります。海に出かけるときに、天気予報で「うねり」と聞いたときに

は、たとえ台風が遠くに離れていても、十分に注意しましょう。（第 48、49図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 49 図 

海岸に押し寄せるうねりの様子（南大東島） 

うねりがある場合、沖合は穏やかに見えても 
浅瀬や海岸では急激に波が高まるため危険です。 

第 48 図 

2015 年台風第 15 号の外洋波浪実況図 

（2015 年 8月 19 日 21時） 

フィリピンの東海上の台風第 15 号は、8 月

22 日から 23 日にかけて沖縄地方に最接近

しましたが、沖縄地方にはすでに 18 日か

らうねりが到達しており、19 日にはうねり

を伴った 3m 以上の高波が到達していまし

た。 
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（３）潮位情報 

①潮位情報の役割 

 沿岸域での適切な防災対応に資するため、大潮や異常潮位、副振動により被害が発生

するおそれがある場合や、潮位の状態について解説等を行う必要がある場合、気象台で

は「潮位情報」を発表しています。潮位情報が発表された場合は、その後に発表される高

潮警報・注意報にも十分留意してください。 

 

②潮位情報の種類と内容 

 潮位情報には、気象庁本庁が発表する「全般潮位情報」、沖縄気象台が沖縄地方に発表

する「地方潮位情報」、さらに沖縄気象台、南大東島地方気象台、宮古島地方気象台、石

垣島地方気象台が発表する「府県潮位情報」があります。また、潮位情報には次の種類の

ものがあります。 

ア「大潮による高い潮位に関する潮位情報」 

イ「異常潮位に関する潮位情報」 

ウ「副振動に関する潮位情報」 

 

「大潮による高い潮位に関する潮位情報」は、大潮の高い潮位により高潮注意報基準に

接近または到達すると予想される場合の数日前に発表します。また、「異常潮位に関する潮

位情報」は、台風などによって引き起こされる高潮や地震に伴う津波とは異なった原因（暖

水渦や黒潮等）により、浸水や冠水のおそれのある潮位上昇がおおむね 5 日以上続く、ま

たは見込まれる場合に発表します。「副振動に関する潮位情報」は、港湾等において通常の

満潮干潮以外に顕著な海面の昇降が発生した場合に発表します。 

潮位情報には、文章だけの「文章形式」（第 50図）と、図を主体とした「図形式」（第 51

図）の二種類があります。 

 なお、台風や低気圧の接近に伴う高潮に関しては、「気象情報」の中で、潮位の高くなる

時間帯や予想される潮位などをお知らせし、警戒や注意を呼びかけます。 

 

  

 

  
第 51 図 府県潮位情報（図形式）の例 第 50 図 地方潮位情報（文章形式）の例 
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＜解説＞ 

■副振動 

副振動とは、湾や海峡などで発生する海面の振動現象です。 振動の周期は数分から数十

分で、湾や海峡の形状（深さ・大きさ）によって異なります。 

一般的には、台風や低気圧等の気象じょう乱や津波などにより発生した海面の変動が湾

内の固有振動と共鳴して副振動となります。 

副振動自体は、全国どこの沿岸でも発生していて特に珍しい現象ではありませんが、振

動の周期が湾等の固有周期に近い場合は、共鳴を起こして潮位の変化が著しく大きくなる

ことがあります。振幅の大きい副振動は、急激な潮位の変動や激しい潮流を起こし、港に

係留された小型船舶の転覆や破損、定置網など係留物の流失などの被害をもたらすことが

あります。また、沿岸の地盤の低い地域では、海水が下水道を逆流して道路や住宅地に溢

れてくるなどの浸水被害をもたらすこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 1 月 7 日の那覇港における潮位の変化 

2018年 1 月 7 日に那覇港で発生した顕著な副振動による潮位の変化 

2018 年 1 月 7 日の那覇港における潮位偏差の変化 

約 70 センチ 

約 110 センチ 
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 2018 年 1月 7日の明け方と夜遅くに、那覇港で顕著な副振動が観測されました。これに

ついて沖縄気象台では「副振動に関する沖縄本島地方潮位情報」を発表し、注意を呼びか

けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■異常潮位 

異常潮位とは、台風などによって引き起こされる高潮や地震に伴う津波とは異なった 

原因で、潮位がある程度の期間（おおむね 1 週間から 3 か月程度）継続して高く（又は低

く）なる現象のことです。 

異常潮位は、主に「海流」「暖水渦・冷水渦」「風」「陸棚波」の 4つのことが原因となる

ほか、気圧配置などその他の要因と複合して発生する場合もあると考えられています。な

お、例年、夏から秋にかけては、他の季節と比べて全国的に潮位は高くなりますので、こ

の期間に異常潮位や高潮が生じて潮位が更に高くなると、海岸付近の低地では浸水や冠水

による被害を生じることがあります。 

 

副振動に関する沖縄本島地方潮位情報 第１号 

平成３０年１月７日０５時２０分 沖縄気象台発表 

 

（見出し） 

１月７日４時頃から沖縄本島地方の沿岸では、最大約１１０センチの顕著な海面昇降が発生しています。船舶や海上係留物

等への被害、河口付近や海岸の低地での浸水や冠水に注意してください。 

（本文） 

 ７日０５時１０分までに観測された海面昇降の山から谷の高さの最大値と発生時刻および周期は以下のとおりです。 

（値は速報値） 

 地点   山から谷の高さ   発生日時     周期 

 那覇港  約１１０センチ  ７日０４時３０分  ２６分 

 この海面の昇降は副振動と呼ばれ、湾内や海峡などで時々発生します。 

 高潮や津波とは原因が異なり、気圧の変動によって引き起こされた海面の変動が増幅されたものと推定されます。 

 今後も大きな海面昇降やこれに伴う強い流れが繰り返し発生する可能性がありますので、船舶や海上係留物等への被害、

河口付近や海岸の低地での浸水に注意してください。 

 なお、那覇港における次の満潮と干潮の時刻は以下のとおりです。 

 地点         満潮      干潮 

 那覇港  ７日 １１時１９分  １７時１９分 

 今後気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意してください。 

 次の「副振動に関する沖縄本島地方潮位情報」は、７日１１時３０分頃発表する予定です。 
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■暖水渦（暖水域） 

 海の中には、直径が数十 km〜数百 km の渦が多数あります。この渦のうち、周囲より海

水温が高く、北半球では時計回りの循環をもつ渦を暖水渦と呼びます。また、循環が不明

瞭な場合は暖水域と呼びます。 

暖水渦（暖水域）の中心では、暖水の膨張により水位が周囲に比べて高いという特徴が

あります。このため、暖水渦が岸に接近すると潮位の高い状態（数センチから数十センチ）

が継続し、異常潮位の要因となり、浸水や冠水の被害が発生する場合があります。さらに

台風の接近と重なった場合、高潮被害が拡大するおそれがあります。 

  

 

 

 

 
  

暖水域の例 

左図は数値海洋モデルで海面の凸凹を表したもので、右図は水深 400mにおける海水温を表したもの

です。この 2 つの図のうち赤丸で囲った部分が暖水域です。 

この中心付近は平均的な海面の高さより 40 センチ以上高くなっています。 

沖縄本島で異常潮位が発生した際の那覇港の様子（2001 年 8 月 20 日） 
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5-10 高波と強風（暴風）に関する気象情報 

沖縄地方では、冬に大陸の高気圧の張り出しや東シナ海で急速に発達する低気

圧・前線通過などにより、穏やかな天気から高波、強風となる荒れた天気へと急

変する場合があります。過去には尊い人命が失われる事故が発生した事例もある

ことから、社会的影響が大きい気象現象がもたらす災害の防止・軽減を目的に

「高波と強風（暴風）に関する気象情報」を発表しています（第52図）。また、

風における2日先（明後日）の早期注意情報で［高］又は［中］と予想し、防災活

動上有効であると判断した場合には2日先（明後日）の量的な予報も記述します。 

 

第 52図 高波と強風に関する気象情報例（文章形式） 
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5-11 熱中症警戒アラート 

気象庁と環境省は、４月から 10月の期間を対象として、熱中症の危険性が極

めて高い暑熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼びかけ国民の熱

中症予防行動を効果的に促す「熱中症警戒アラート」を発表します（第 53図）。 

(1)発表基準 

府県予報区のどこかの地点で暑さ指数（WBGT）が 33以上になると予想した場合 

 

(2)発表の地域単位 

府県予報区単位（沖縄本島地方、大東島地方、宮古島地方、八重山地方） 

(3)発表タイミング 

翌日を対象とする場合は前日 17時頃、当日を対象とする場合は 5時頃 

 

※暑さ指数（WBGT）に応じた日常生活及び運動に関する指針については、第 55図

を参考にしてください。 

第 55図 WBGTに応じた日常生活及び運動に関する指針 

 

【環境省ホームページ】熱中症予防情報サイト 

https://www.wbgt.env.go.jp/  

第 53図 沖縄本島地方での発表例 

https://www.wbgt.env.go.jp/
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5-12 熱中症特別警戒アラート 

環境省では、広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者

数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるようなおそれがある場合に「熱

中症特別警戒アラート」を発表します。このアラートは、都道府県内のすべての

暑さ指数情報提供地点において、翌日の暑さ指数が 35以上になると予想される場

合に発表されます。 

「熱中症特別警戒アラート」が発表されるような気象状況の場合、暑さ指数の

基準からも広い範囲で相当な高温となっていると考えられます。気象庁では、こ

れまで「高温に関する早期警戒情報」や「高温に関する天候情報」、気象庁と環

境省と共同での「熱中症警戒アラート」の発表等を通じて、熱中症対策を呼びか

けてきましたが、「熱中症特別警戒アラート」が発表される場合にも、気象情報

の発表等により暑さに対する注意喚起を行います。 
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６ 防災気象情報の流れと防災対応 
6-1 大雨時の防災気象情報の流れ 

大雨時には、大雨警報・注意報に先立ち予告的に気象情報を発表したり、雨の状

況や今後の予想、注意警戒事項を記述した内容で補足的に発表したりするなど、気

象状況に応じて段階的に随時発表します。（第 56図）。 

特に避難行動が必要な状況が夜間から翌日早朝となる場合においては、より早期

の避難行動が必要になるケースがあることが内閣府の避難情報に関するガイドライ

ンで示されています。段階的に発表される防災気象情報を防災対応や避難指示等の

判断にご活用ください。  
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第 56図 大雨時の防災気象情報等の流れと自治体等の対応 
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6-2 台風時の防災気象情報の流れ 

気象庁（気象台）は、低気圧や台風の接近などによって、大雨や強風等により災

害が発生するおそれがある場合、警報や注意報などの防災気象情報を段階的に発表

します（第 57図）。 

特に避難行動が必要な状況が夜間から翌日早朝となる場合や台風の暴風で避難が

困難となる場合には、より早期の避難行動が必要になるケースがあることが内閣府

のガイドラインで示されています。段階的に発表される防災気象情報を防災対応や

避難指示等の判断にご活用ください。 
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第 57図 台風時の防災気象情報等の流れと自治体等の防災対応 
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７ 新たな防災気象情報について 
7-1 背景と狙い 

令和６年６月に取りまとめられた 「防災気象情報に関する検討会」の提言を踏まえ、

令和８年５月 29日から新たな防災気象情報の運用を開始します。 

河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報等は、これまで警戒レベルとの対応が複

雑でわかりにくくなっていましたが、今回の改善により、避難情報の５段階の警戒レベ

ルに対応し、避難の判断をしやすくなります。 

例えば、これまでの大雨警報は、「レベル３大雨警報」という名称に変更になり、レベ 

ルの数字と一緒に情報が伝えられます。レベル４やレベル３の情報が発表された場合に 

は、キキクルや河川の水位情報等の情報を確認して早めの避難を心がけてください。 

 

7-2 警戒レベルに応じた行動 

  「避難情報に関するガイドライン」（内閣府（防災担当））では、自治体や気象庁等か 

ら発表される防災情報について、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、   

５段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなっています。 

  自治体から警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速 

やかに避難行動をとってください。また、避難指示等が発令されていなくても、警戒レ 

ベル４や警戒レベル３に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の 

水位情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。 

 

7-3 防災気象情報の改善について 

・防災気象情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発

表します。 

・対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を

新設します。 

・情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。（例：レベル４大雨危険警報 等） 
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・河川氾濫等に関する情報は、洪水予報河川のみを対象とした河川ごとの情報とし、「レ

ベル３氾濫警報」等の名称で発表します。これまでの気象台による市町村ごとの洪水

警報・注意報の発表は行いません。 

・水位周知河川の氾濫危険情報等のレベル毎の水位の情報は、警戒レベルとの関係を含

めてこれまで通りの運用とし、洪水予報河川への移行を促進します。 

・浸水害を対象とした大雨特別警報・警報・注意報は、大雨に関する情報として警戒レベ

ル毎に整理し、警戒レベル相当情報として位置づけます。洪水予報河川以外の河川に

ついても、大雨に関する情報の中で一緒に扱います。 

・警戒レベル４相当は、現在の土砂災害警戒情報からレベル４土砂災害危険警報に変更    

します。 

・レベル３土砂災害警報は、3 時間先※にレベル４土砂災害危険警報の基準に達すると 

予想した場合に発表します。現在の大雨警報（土砂災害）に比べ、警戒レベル４相当に

至らない情報発表を大幅に減らすことができます。 
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・国土交通大臣が指定する海岸（高潮予報海岸）では、国土交通省・気象台・都道府県が

共同で、｢波の打上げ高｣を加味した、より精度の高い高潮の予報・警報を実施します。 

・レベル５高潮特別警報は、氾濫が発生または切迫している場合に発表します。（台風等

を要因とした高潮特別警報から移行） 

・レベル４高潮危険警報、レベル３高潮警報、レベル２高潮注意報は、浸水被害のおそ 

れがある状況からリードタイムをとって発表します。 

・警戒レベル相当情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）以外の特別警報・警報・注意    

報は、これまでと変わりません。 

・これら情報について、気象庁ホームページ等では、特別警報は黒、警報は赤を用いる

が、警戒レベルには相当しないことに留意してください。 
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・早期注意情報（警戒レベル１）は、５日先までの警報級の現象の可能性を発表します。 

・時系列情報は、警報・注意報に先立って、翌日までの気象状況の見通しを、毎日 4 回

発表します。 

・警戒レベル相当情報やそれ以外の警報等を補足する情報として、線状降水帯など顕著    

現象が発生または発生しつつある場合に「気象防災速報」を発表します。 

・現在・今後の気象状況や災害発生の危険度の見通しなどを網羅的に解説する情報とし

て、「気象解説情報」も適宜に発表します。 
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 参考資料 
◆1 日の時間表現 

 

◆波の高さ 
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◆雨の強さと降り方

 
 

 

◆風の強さと吹き方 
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Ⅱ 防災気象情報（地震・津波・火山関係） 

 

１ 津波警報・注意報及び地震情報等 
1-1 気象庁（沖縄気象台）における地震・津波の監視と情報の提供 

 気象庁は、全国の地震活動を24時間体制で監視し、日本及びその周辺で地震が発生する

と、直ちに地震の位置（震源）と地震の規模（マグニチュード）を求め、大津波警報・津波

警報・津波注意報（以下「津波警報等」という。）、津波情報及び地震情報等を発表してい

ます。 

 日本に被害をもたらす津波は、日本周辺で発生する地震のほか、日本から遠く離れた場

所で発生する地震（遠地地震）によっても引き起こされます。そのため、太平洋周辺で発

生した地震による津波に対しては、ハワイにある太平洋津波警報センター（PTWC）と密

接に連携し、津波警報等の発表を行っています。また、北西太平洋沿岸諸国に対し、津波

の影響に関する情報を提供しています。 

沖縄県内には、地震の位置及び規模を決定するため、多機能型地震観測局を20地点に設

置しています（第１図）。また、地面の揺れの強さを測る震度計を沖縄県内の気象台等（10

地点）を含む29地点に設置し、地震発生時には、これらの震度計及び地方公共団体（44地

点）や防災科学技術研究所（11地点）が設置した震度計のデータを集約し、あわせて84地

点の観測データを用いて地震情報を発表しています（第１表、第２図）。 

また、沖縄県内７地点の津波観測施設で津波の監視・観測を行っています（第１図、第

３図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 沖縄県内の地震関連施設配置【令和８年（2026年）３月現在】 

国頭村奥 ●●●

名護市宮里 ◆ （特別地域気象観測所）

読谷村座喜味 ◆

南城市玉城字玉城 ●●

伊平屋村我喜屋 ●●

久米島町山城 ●●●

宮古島市平良下里 ◆

（宮古島地方気象台）

宮古島市上野新里 ●●

宮古島市城辺福北 ●●●* 

多良間村塩川 ●●

石垣市新川 ●●

石垣島石垣港 ▲▲

竹富町上原小学校 ●●

竹富町波照間 ●●●

竹富町黒島 ●●

久米島町謝名堂 ◆
（特別地域気象観測所）

那覇市樋川 ◆
（沖縄気象台）

多機能型地震観測局（20地点）：ふきだしの名称は震度観測点名称

● ： 速度型地震計 ● ： 加速度計（計測震度計） ● ： 広帯域地震計
● ：広帯域強震計 ●* ： 超長周期地震計

計測震度計（10地点）：ふきだしの名称は震度は震度観測点名称

◆ ： 計測震度計 ◆ ： 多機能官署型

津波観測施設（７地点）：ふきだしの名称は情報発表名称

▲ ： 津波観測計 ▲ ： 巨大津波計 ▲ ： 検潮所

竹富町大原 ◆

名護市豊原 ●●●

与那国町久部良 ●●●

那覇空港 ◆

（那覇航空測候所）

南大東漁港 ▲▲

宮古島市平良池間 ●●

宮古島市伊良部前里添 ●●●

石垣市登野城 ◆

（石垣島地方気象台）

石垣市平久保 ●●

与那国島久部良 ▲▲

宮古島平良 ▲▲（港湾局）

南大東村在所 ◆

（南大東島地方気象台）

南大東村池之沢 ●●●

与那国町祖納

与那国島 石垣島

宮古島

久米島

沖縄本島

南大東島

北大東島

北大東村黄金山 ●●●

粟国村浜 ●●

（特別地域気象観測所）

那覇港 ▲▲

南城市安座真 ▲（国土地理院）

沖縄市中城湾港▲
（港湾局）

●●●

与那国町祖納 ◆
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* 全84地点のうち、赤文字は気象庁（29地点）、黒文字は沖縄県（44地点） 
青文字は防災科学技術研究所(11地点) 

第１表 沖縄県内震度観測点一覧表【令和８年（2026年）３月現在】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置機関

1 国頭村奥 （ｸﾆｶﾞﾐｿﾝｵｸ） 16 宮古島市平良下里 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｼﾓｻﾞﾄ）
2 名護市宮里 （ﾅｺﾞｼﾐﾔｻﾞﾄ） 17 宮古島市上野新里 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉｼﾝｻﾞﾄ）
3 名護市豊原 （ﾅｺﾞｼﾄﾖﾊﾗ） 18 宮古島市城辺福北 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾌｸｷﾀ）
4 読谷村座喜味 （ﾖﾐﾀﾝｿﾝｻﾞｷﾐ） 19 宮古島市伊良部前里添 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞﾏｴｻﾄｿｴ）
5 那覇市樋川 （ﾅﾊｼﾋｶﾞﾜ） 20 多良間村塩川 （ﾀﾗﾏｿﾝｼｵｶﾜ）
6 那覇空港 （ﾅﾊｸｳｺｳ） 21 石垣市平久保 （ｲｼｶﾞｷｼﾋﾗｸﾎﾞ）
7 南城市玉城字玉城 （ﾅﾝｼﾞｮｳｼﾀﾏｸﾞｽｸｱｻﾞﾀﾏｸﾞｽｸ） 22 石垣市登野城 （ｲｼｶﾞｷｼﾄﾉｼﾛ）
8 伊平屋村我喜屋 （ｲﾍﾔｿﾝｶﾞｷﾔ） 23 石垣市新川 （ｲｼｶﾞｷｼｱﾗｶﾜ）
9 粟国村浜 （ｱｸﾞﾆｿﾝﾊﾏ） 24 竹富町黒島 （ﾀｹﾄﾐﾁｮｳｸﾛｼﾏ）
10 久米島町謝名堂 （ｸﾒｼﾞﾏﾁｮｳｼﾞｬﾅﾄﾞｳ） 25 竹富町波照間 （ﾀｹﾄﾐﾁｮｳﾊﾃﾙﾏ）
11 久米島町山城 （ｸﾒｼﾞﾏﾁｮｳﾔﾏｼﾛ） 26 竹富町大原 （ﾀｹﾄﾐﾁｮｳｵｵﾊﾗ）
12 南大東村在所 （ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｻﾞｲｼｮ） 27 竹富町上原小学校 （ﾀｹﾄﾐﾁｮｳｳｴﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ）
13 南大東村池之沢 （ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｲｹﾉｻﾜ） 28 与那国町祖納 （ﾖﾅｸﾞﾆﾁｮｳｿﾅｲ）
14 北大東村黄金山 （ｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝｺｶﾞﾈﾔﾏ） 29 与那国町久部良 （ﾖﾅｸﾞﾆﾁｮｳｸﾌﾞﾗ）
15 宮古島市平良池間 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｲｹﾏ） 　
1 大宜味村大兼久 （ｵｵｷﾞﾐｿﾝｵｵｶﾞﾈｸ） 23 西原町与那城 （ﾆｼﾊﾗﾁｮｳﾖﾅｸﾞｽｸ）
2 東村平良 （ﾋｶﾞｼｿﾝﾀｲﾗ） 24 豊見城市宜保 （ﾄﾐｸﾞｽｸｼｷﾞﾎﾞ）
3 今帰仁村仲宗根 （ﾅｷｼﾞﾝｿﾝﾅｶｿﾈ） 25 八重瀬町東風平 （ﾔｴｾﾁｮｳｺﾁﾝﾀﾞ）
4 本部町役場 （ﾓﾄﾌﾞﾁｮｳﾔｸﾊﾞ） 26 八重瀬町具志頭 （ﾔｴｾﾁｮｳｸﾞｼﾁｬﾝ）
5 恩納村恩納 （ｵﾝﾅｿﾝｵﾝﾅ） 27 南城市佐敷字新里 （ﾅﾝｼﾞｮｳｼｻｼｷｱｻﾞｼﾝｻﾞﾄ）
6 宜野座村宜野座 （ｷﾞﾉｻﾞｿﾝｷﾞﾉｻﾞ） 28 南城市佐敷字佐敷 （ﾅﾝｼﾞｮｳｼｻｼｷｱｻﾞｻｼｷ）
7 金武町金武 （ｷﾝﾁｮｳｷﾝ） 29 与那原町上与那原 （ﾖﾅﾊﾞﾙﾁｮｳｳｴﾖﾅﾊﾞﾙ）
8 伊江村東江前 （ｲｴｿﾝﾋｶﾞｼｴﾏｴ） 30 南城市大里仲間 （ﾅﾝｼﾞｮｳｼｵｵｻﾞﾄﾅｶﾏ）
9 粟国村役場 （ｱｸﾞﾆｿﾝﾔｸﾊﾞ） 31 南風原町兼城 （ﾊｴﾊﾞﾙﾁｮｳｶﾈｸﾞｽｸ）
10 伊平屋村役場 （ｲﾍﾔｿﾝﾔｸﾊﾞ） 32 渡嘉敷村渡嘉敷 （ﾄｶｼｷｿﾝﾄｶｼｷ）
11 伊是名村仲田 （ｲｾﾞﾅｿﾝﾅｶﾀﾞ） 33 座間味村座間味 （ｻﾞﾏﾐｿﾝｻﾞﾏﾐ）
12 うるま市石川石崎 （ｳﾙﾏｼｲｼｶﾜｲｼｻﾞｷ） 34 渡名喜村渡名喜 （ﾄﾅｷｿﾝﾄﾅｷ）
13 宜野湾市野嵩 （ｷﾞﾉﾜﾝｼﾉﾀﾞｹ） 35 久米島町比嘉 （ｸﾒｼﾞﾏﾁｮｳﾋｶﾞ）
14 浦添市安波茶 （ｳﾗｿｴｼｱﾊﾁｬ） 36 南大東村役場 （ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾔｸﾊﾞ）
15 糸満市潮崎町 （ｲﾄﾏﾝｼｼｵｻﾞｷﾁｮｳ） 37 北大東村中野 （ｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾅｶﾉ）
16 沖縄市美里 （ｵｷﾅﾜｼﾐｻﾄ） 38 宮古島市平良西里 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾆｼｻﾞﾄ）
17 うるま市与那城平安座 （ｳﾙﾏｼﾖﾅｼﾛﾍﾝｻﾞ） 39 宮古島市下地 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞ）
18 うるま市勝連平安名 （ｳﾙﾏｼｶﾂﾚﾝﾍﾝﾅ） 40 宮古島市上野支所 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉｼｼｮ）
19 嘉手納町嘉手納 （ｶﾃﾞﾅﾁｮｳｶﾃﾞﾅ） 41 宮古島市下地島空港 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｼﾏｸｳｺｳ）
20 北谷町桑江 （ﾁｬﾀﾝﾁｮｳｸﾜｴ） 42 多良間村仲筋 （ﾀﾗﾏｿﾝﾅｶｽｼﾞ）
21 北中城村喜舎場 （ｷﾀﾅｶｸﾞｽｸｿﾝｷｼｬﾊﾞ） 43 石垣市真栄里 （ｲｼｶﾞｷｼﾏｴｻﾞﾄ）
22 中城村当間 （ﾅｶｸﾞｽｸｿﾝﾄｳﾏ） 44 与那国町役場 （ﾖﾅｸﾞﾆﾁｮｳﾔｸﾊﾞ）
1 名護市港 （ﾅｺﾞｼﾐﾅﾄ） 7 宮古島市平良狩俣 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｶﾘﾏﾀ）
2 国頭村辺土名 （ｸﾆｶﾞﾐｿﾝﾍﾝﾄﾅ） 8 宮古島市城辺福西 （ﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾌｸｾｲ）
3 那覇市港町 （ﾅﾊｼﾐﾅﾄﾏﾁ） 9 石垣市新栄町 （ｲｼｶﾞｷｼｼﾝｴｲﾁｮｳ）
4 うるま市みどり町 （ｳﾙﾏｼﾐﾄﾞﾘﾏﾁ） 10 石垣市伊原間 （ｲｼｶﾞｷｼｲﾊﾞﾙﾏ）
5 南城市知念久手堅 （ﾅﾝｼﾞｮｳｼﾁﾈﾝｸﾃﾞｹﾝ） 11 竹富町上原青年会館 （ﾀｹﾄﾐﾁｮｳｳｴﾊﾗｾｲﾈﾝｶｲｶﾝ）
6 久米島町仲泊 （ｸﾒｼﾞﾏﾁｮｳﾅｶﾄﾞﾏﾘ）

震度観測点名称

沖
縄
県

防
災
科
学

技
術
研
究
所

気
象
庁
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第２図 沖縄県内の震度観測点【令和８年（2026年）３月現在】 

 

＊印の観測点は、沖縄県へ分岐している気象庁及び防災科学技術研究所設置の観測点 
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第３図 沖縄県内の津波観測施設【令和８年（2026年）３月現在】 

 

1-2 大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情報 

 気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿

岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分で津波警報等を、津波予報

区単位で発表します（第２表）。同時に、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなど、

津波に関する詳細の情報（津波情報）を発表します（第３表～第６表；後述の「1-5 地震

と津波に関する情報」の第５図もご参照ください）。 

この時、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表します。ただし、地震の

規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模

をすぐに求めることができないため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警

報等を発表します。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津

波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝えま

す。 

このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、

地震の規模が精度よく求められた時点で津波警報等を更新し、予想される津波の高さも数

値で発表します。 

なお、大津波警報を「特別警報」に位置づけています。ただし、名称に「特別警報」は用

いず、従来どおりの名称「大津波警報」で発表します。 

 

  検潮所 巨大津波計、津波観測計   

５ ０５ ０

N   

  
宮古島西仲宗

沖 縄 城
多 良 間

石 垣 島 新

西 表 島 船

５ ０

与 国

５０㎞ 

N   

那覇 
南大東漁港 

宮古島平良 

石垣島石垣港 与那国島久部良 

南大東漁港 

県内７地点の観測点で 

津波を監視しています。 

南城市安座真 

沖縄市中城湾港 

機関名 津波観測点
那覇

南大東漁港
石垣島石垣港
与那国島久部良

国土地理院 南城市安座真
沖縄市中城湾港
宮古島平良

気象庁

港湾局
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第２表 津波警報等の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表 津波情報の種類 

種類 内容 

津波の到達予想時刻・予想される津波 

の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高さ（発

表内容は津波警報・注意報の種類に記載）を発表します。 
 

※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達

する時刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってく

ることもあります。 

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻 

に関する情報 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報※1 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報※2 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表しま

す。 

※1津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを発表しま

す。 

・津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小さいからといって避難を止

めてしまうと危険です。 そのため、最大波の観測値については、大津波警報または津波警報が発表中の津波予報区に

おいて、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝

えます。 

第４表 沿岸で観測された津波の最大波の発表の表現 

 

 

 

 

 

数値での発表
（予想される津波の高さ区分）

巨大地震の
場合の発表

１０ｍ超
(10ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ)

１０ｍ
(５ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ≦10ｍ)

５ｍ
(３ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ≦５ｍ)

津
波
警
報

予想される津波の最大
波の高さが高いところ
で１ｍを超え、３ｍ以
下の場合。

３ｍ
(１ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ≦３ｍ)
高い

標高の低いところでは津波が襲
い、浸水被害が発生します。人は津
波による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、ただ
ちに高台や避難ビルなど安全な場
所へ避難してください。

津
波
注
意
報

予想される津波の最大
波の高さが高いところ
で０．２ｍ以上、１ｍ
以下の場合であって、
津波による災害のおそ
れがある場合。

１ｍ
(0.2ｍ≦予想される津波の

最大波の高さ≦１ｍ)
（表記しない）

海の中では人は速い流れに巻き込ま
れ、また、養殖いかだが流失し小型
船舶が転覆します。
海の中にいる人はただちに海から
上がって、海岸から離れてくださ
い。

想定される被害と
取るべき行動

巨大な津波が襲い、木造家屋が全
壊・流失し、人は津波による流れに
巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、ただ
ちに高台や避難ビルなど安全な場
所へ避難してください。

津波警報等の種類 発表基準

予想される津波の最大
波の高さが高いところ
で３ｍを超える場合。

発表される津波の高さ

巨大

大
津
波
警
報

（

特
別
警
報
）

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容

１ｍ超 数値で発表

１ｍ以下 「観測中」と発表

０．２ｍ以上 数値で発表

０．２ｍ未満 「観測中」と発表

津波注意報を発表中 （すべての場合） 数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現。）

大津波警報を発表中

津波警報を発表中
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※2沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを観測点ご

とに発表します。津波の最大波を観測したものの第１波の到達時刻が不明瞭で観測できなかった場合は、「第１波識別

不能」と記載します。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値※（第１波の推定到達時刻、最大波の

推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表します。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、一定の基準を満たすま

では数値を発表しません。大津波警報または津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが

低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝えます。 

・津波の高さは、水深の深い沖合では低くても、水深の浅い沿岸に近づくほどその高さは高くなるため、より一層の注

意が必要です。 

  ※沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいため、沿岸での推定

値は発表しません。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中である

ことを伝えます。 

第５表 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表の表現 

 

 

 

 

 
 

1-3 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、第６表に示す内容を津波

予報で発表します。（津波が予想されないときは、津波の心配なしの旨を地震情報に含めて

発表します。）             

第６表 津波予報 

 

 

 

 

 

1-4 津波予報区 

沖縄県内は、津波警報等の発表区域として「沖縄本島地方」、「大東島地方」、「宮古島・八

重山地方」の３つの津波予報区

（第４図）に分けられています。

全国は、66の予報区に区分されて

います。 

 

 

 

 

 

↓気象庁ホームページ 

津波予報区と沿岸の市町村名の対応表 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/joho/tsunami-yohoku/tsunami_shichouson.pdf 

第４図 沖縄県内の津波予報区 

沖縄県内の津波予報区 

発表される場合 内容

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき
高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災
対応の必要がない旨を発表します。

津波注意報解除後も海面変動が継続するとき
津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高いた
め、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要で
ある旨を発表します。

警報・注意報の発表状況 沿岸で推定される津波の高さ 内容

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表

３ｍ以下 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」と発表

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表

１ｍ以下 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」と発表

津波注意報を発表中 （すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表

大津波警報を発表中

津波警報を発表中

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/joho/tsunami-yohoku/tsunami_shichouson.pdf
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1-5 地震と津波に関する情報 

気象庁は、日本付近及びその周辺で地震が発生すると、地震の位置（震源）や規模（マ

グニチュード）を求め、発生した地震による揺れを感知した場合は、震源・震度情報など

を発表します。 

また、国内外で発生する地震において津波による災害のおそれがあると予想される場合

には、津波警報等を発表します。 

気象庁の発表する地震及び津波に関する情報の流れを第５図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５図 地震発生直後に発表される情報の流れ 
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（１）地震情報の種類 

 地震情報の種類、発表基準と内容は、第７表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄地方の地震情報に使用される地域名称は、第８表のとおりです。 

 

第８表 地震情報に使用される地域名称とその地域に含まれる市町村（沖縄県） 

 

 

 

  

地域名称 地域に含まれる市町村

沖縄県本島北部
名護市
国頭郡［国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村］
島尻郡の一部（粟国村、伊平屋村、伊是名村）

沖縄県本島中南部
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市
中頭郡［読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町］
島尻郡の一部（八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村）

沖縄県久米島 島尻郡の一部（久米島町）
沖縄県大東島 島尻郡の一部（南大東村、北大東村）
沖縄県宮古島 宮古島市、宮古郡［多良間村］
沖縄県石垣島 石垣市
沖縄県西表島 八重山郡の一部（竹富町）
沖縄県与那国島 八重山郡の一部（与那国町）

第７表 地震情報の種類、発表基準と内容 

情報の種類 発表基準 内容

震度速報 •震度３以上
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名（全国を188地
域に区分）と地震の揺れの検知時刻を速報。

震源に関す
る情報

•震度３以上
(津波警報または注意報を発表した場
合は発表しない)

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれない
が被害の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所（震源）やそ
の規模（マグニチュード）を発表。

震源・震度
情報

•震度1以上
•津波警報・注意報発表または若干の
 海面変動が予想された時
•緊急地震速報（警報）を発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度１以
上を観測した地点と観測した震度を発表。それに加えて、震度３以
上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点があ
る場合は、その市町村・地点名を発表。

長周期地震
動に関する
観測情報

•震度１以上を観測した地震のうち、
 長周期地震動階級１以上を観測した
 場合

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別
の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を
発表。（地震発生から10分後程度で1回発表）

遠地地震に
関する情報

•マグニチュード7.0以上
•都市部など著しい被害が発生する可
 能性がある地域で規模の大きな地震
 を観測した場合（国外で発生した大
 規模噴火を覚知した場合にも発表す
 ることがある。）

国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生場所（震源）
やその規模（マグニチュード）を、地震発生から概ね30分以内に発

表*1。 日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。

*1　国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は、噴火発生から１時間半～２時間
　程度で発表しています。

その他の情
報

•顕著な地震の震源要素を更新した場
 合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度
１以上を観測した地震回数情報等を発表。

推計震度分
布図

•震度５弱以上
観測した各地の震度データをもとに、250m四方ごとに推計した震度
（震度４以上）を図情報として発表。
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沖縄地方の地震情報で用いる震央地名は、第６図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大地震後の地震活動の見通し 

  規模の大きな地震が発生した直後は、過去事例や地域特性についての知見に基づいて

言及し、地震が発生して概ね１週間程度後には、余震発生確率に基づいた数値的見通し

を考慮して呼びかけます。 

 

（３）地震活動に関する解説資料等（地震解説資料、月・年活動図） 

沖縄地方で震度４以上を観測した場合や津波警報等を発表した際には、地震の概要、

防災上の留意事項や地震活動の見通しなどを取りまとめた地震解説資料を提供します。 

また、沖縄地方における地震活動を月、年それぞれまとめて沖縄気象台ホームページ

に掲載しています。地震活動状況の把握や地方公共団体等が行う災害予防に係る活動を

支援するため定期的に提供する資料です（第７図）。 

↓沖縄気象台ホームページ（沖縄地方の地震活動） 

https://www.data.jma.go.jp/okinawa/data/jishin/quake.html 

 

 

  

第６図 沖縄地方の震央地名 

https://www.data.jma.go.jp/okinawa/data/jishin/quake.html
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第７図 （例）地震解説資料、月活動図、年活動図 
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1-6 火山噴火等による津波 

 津波は、海底で発生した地震に伴い発生することが多いですが、令和４年（2022年）１

月に発生したトンガ諸島のフンガ・トンガ－フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火に伴う津

波のように、火山噴火や山体崩壊等の火山現象を要因として発生することがあります。 

気象庁では、このような津波の場合でも、津波警報等の仕組みを用いて注意・警戒を呼

びかけます（第８図）。 

 

・（海外の）火山噴火等により津波発生の可能性がある場合、「遠地地震に関する情報」を

発表してお知らせ。 

・原則として、国内の潮位観測値に基づき、津波警報等を発表。 

津波警報等が発表された場合の取るべき行動は、地震による津波の場合と変わりません。

（津波警報等については、1-2参照） 

 

 ただし、津波の原因となる火山現象等を覚知できないこともあります。 

現象を覚知できたとしても、津波が沿岸に到達する前に予想して津波警報等を発表するこ

とは極めて困難で、通常は津波が観測されてからその状況により津波警報等を発表するこ

とになります。さらにその内容は随時切替えることがありますので、十分な留意が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８図 火山噴火に伴う気圧波に起因する 

潮位変化への情報発表シナリオ 
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２ 緊急地震速報 
緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可

能な限り素早く知らせる情報のことです。強い揺れの前に、自らの身を守ったり、列車の

スピードを落としたり、あるいは工場等で機械制御を行うなどの活用がなされています。 

緊急地震速報には発表条件等により警報と予報の２種類があります。緊急地震速報（警

報）はテレビやラジオ、あるいは携帯電話などを通して周知されます。また、緊急地震速

報（予報）は、機器制御などへの活用のほか、専用の受信端末などで受信地点の予測震度

や主要動到達予想時刻などを表示する等にも利用されています。 

なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４の地震動が予想される場合、「特別警報」

に位置づけています。 

 

2-1 発表条件 

緊急地震速報（警報）を発表する条件は、地震波が２点以上の地震観測点で観測され、

最大震度が５弱以上または最大長周期地震動階級３以上と予想された場合です。発表する

内容は、強い揺れ（震度５弱以上または長周期地震動階級３以上）が予想される地域及び

震度４が予想される地域名（第９表）等をお知らせします。 

第９表 緊急地震速報（警報）で使用する地域名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急地震速報（予報）を発表する条件は、地震計で観測された地震波を解析した結果、

震源・マグニチュード・各地の予測震度、予測長周期地震動階級が求まり、そのマグニチ

ュードが３.５以上、または最大予測震度が３以上、長周期地震動階級１以上と予想された

場合で、民間の予報業務許可事業者が提供する専用の受信端末などを通して伝達されます。 

 

2-2 緊急地震速報の技術的限界 

 緊急地震速報を発表してから強い揺れが到達するまでの時間は、数秒から長くても数十

秒程度と極めて短く、震源に近いところでは速報が間に合いません。また、ごく短時間の

データだけを使った速報であることから、予測する震度や長周期地震動階級には±１階級

程度の誤差を伴うなどの限界もあります。 

 

2-3 緊急地震速報を見聞きしたときの心得 

緊急地震速報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまで極めて短い時間しかありませ

ん。テレビやラジオなどで緊急地震速報を見聞きしたときの行動の基本は、まわりの人に

地域名称 地域に含まれる市町村

沖縄県本島北部
名護市
国頭郡［国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村］
島尻郡の一部（粟国村、伊平屋村、伊是名村）

沖縄県本島中南部
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市
中頭郡［読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町］
島尻郡の一部（八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村）

沖縄県久米島 島尻郡の一部（久米島町）
沖縄県大東島 島尻郡の一部（南大東村、北大東村）
沖縄県宮古島 宮古島市、宮古郡［多良間村］
沖縄県石垣島 石垣市
沖縄県西表島 八重山郡の一部（竹富町）
沖縄県与那国島 八重山郡の一部（与那国町）
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も声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが

基本です。家庭では、大きな家具から離れ、頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に

避難すること、あわてて外へ飛び出さないなどです。 

なお、地震被害の軽減を図るためには、普段から建物に耐震補強をしておくことや家具

が倒れない措置をしておくことが重要であることは言うまでもありません。 
 

３ 津波フラッグ（「旗」を用いた津波警報等の伝達） 

 気象庁が発表する津波警報等は、防災行政無線に加えてテレビやラジオ、携帯電話、サ

イレン等様々な手段で伝達されます。一方で、海水浴場等においては、聴覚による伝達手

段と比較して視覚による伝達手段が少ないことから、聴覚障害者等への情報伝達が課題と

してありました。気象庁では、津波警報等の視覚による伝達の検討を行い、津波警報等の

伝達に「赤と白の格子模様」の旗を用いることとし、これを「津波フラッグ」と呼び、全

国的な普及を図っています。 

 津波フラッグは遠方からでも視認性が高く、その色彩（国際信号旗の「Ｕ旗」（読み方：

ユーキ）と同様の色彩）は国際的にも認知されています（第９図）。このため、津波フラッ

グを用いることで、聴覚に障害をお持ちの方や、波音や風で音が聞き取りにくい遊泳中の

方はもちろんのこと、外国人の方にも津波警報等の発表をお知らせできるようになります。 

 津波フラッグは、海岸や津波避難ビル等においてライフセーバー等により掲出されます。

また、海岸近くの建物から垂れ下げることにより掲出される場合もあります（第 10 図）。

海水浴場や海岸付近で津波フラッグを見かけたら、速やかに避難を開始してください。 

 気象庁では、津波フラッグの運用が普及するよう、また、多くの方に津波フラッグを知

っていただけるよう、関係機関と連携し、引き続き周知広報に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第９図 津波フラッグ 第10図 「津波フラッグ」による津波警報等の伝達（イメージ） 
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４ 南海トラフ地震 
4-1南海トラフ地震 

■南海トラフ地震とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南海トラフ地震が発生すると、広い地域で大変な被害が生じると想定されています。そ

こで、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14年法律第 92

号）では、南海トラフ地震による災害の防止･軽減のため、南海トラフ地震により著しい被

害が生ずるおそれのある地域が「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定され、国、

地方公共団体、関係事業者等が、それぞれの立場から予防対策や、津波避難対策等の地震

防災対策を推進することとされています（第 11-1図、第 11-2図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の

海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン

海プレート及びユーラシアプレートが接する海底

の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」と

いいます。 

この南海トラフ沿いのプレート境界を震源とす

る大規模な地震が「南海トラフ地震」です。南海

トラフ地震は、概ね 100～150 年間隔で繰り返し発

生していますが、その発生間隔にはばらつきがあ

り、震源域の広がり方には多様性があることが知

られています。 

前回の昭和東南海地震（1944 年）及び昭和南海

地震（1946 年）が起きてから約 80 年が経過して

おり、南海トラフにおける次の大規模地震の切迫

性が高まってきています。 

沖縄県内の南海トラフ地震防災対策推進地域（17 市町村） 

名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、多良間村、 

南城市、国頭村、東村、今帰仁村、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、 

南大東村、北大東村、伊平屋村、八重瀬町 

南海トラフ地震防災対策推進地域 

（１都２府 27県 723市町村） 

■指定基準の概要 
・震度６弱以上の地域 

・津波高３m以上で海岸堤防が低い地域 
・防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮 

南海トラフ巨大地震の想定震源域 

※南海トラフにおいて、科学的に想

定しうる最大規模の地震 

第11-1図 南海トラフ地震防災対策推進地域 
（黄色に塗られた領域。赤線で囲まれた領域は南海トラフ巨大地

震の想定震源域、内閣府資料に一部加筆） 

第11-2図 沖縄県内の南海トラフ地震防災対策推進地域 
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4-2南海トラフ地震に関連する情報 

 切迫性が指摘されている南海トラフ地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっ

たと評価されるケースと防災対応例は第 12図のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性が相対的

に高まっていると評価した場合等に、「南海トラフ地震に関連する情報」の発表を行いま

す。 

この情報は以下の２種類の情報名で発表します（第 10表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第10表 南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件 

 情報名 情報発表条件

南海トラフ地震
臨時情報

•南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの
 大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継
 続している場合
•観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

南海トラフ地震
関連解説情報

•観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表す
 る場合
•「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査
 結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を
 除く）

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結
果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります

第12図 地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると評価されるケースと防災対応例 
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南海トラフ地震臨時情報の情報名の後に付記するキーワード（４種類）は以下のとおり

です（第 11表、第 13図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓気象庁ホームページ（南海トラフ地震に関連する情報について） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html 

 

  

キーワード 各キーワードを付記する条件

調査中

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討
会」を開催する場合
•監視領域内(第13図黄枠部)でマグニチュード6.8以上の地震が発生
•１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそ
 れに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界
 （第13図赤枠部）で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性
 がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と
 認められる変化を観測
•その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性の
 ある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認
 められる現象を観測

巨大地震警戒
想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0以
上の地震が発生したと評価した場合

巨大地震注意

•監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生し
 たと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）
•想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべり
 が発生したと評価した場合

調査終了
（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と
 評価した場合

第11表 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードに付記する条件 

 

第13図 想定震源域内（科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域（中央防

災会議、2013））のプレート境界部（図中赤枠部）と監視領域（想定震源域内および想定震源域

の海溝軸外側50km程度：図中黄枠部） 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html
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５ 長周期地震動に関する観測情報 

 大きな地震が発生すると、長周期地震動によりビルの高層階などで地上よりも大きな被

害を生じることがあります。気象庁では地震後の防災対応に資するため、長周期地震動に

関する観測情報を発表しています。また、長周期地震動階級

３以上を予想した場合には、緊急地震速報（警報）を発表し

ます。 

地震が発生すると、さまざまな周期をもつ揺れ（地震動）

が発生します。「周期」とは揺れが１往復するのにかかる時

間のことで、平成 23年東北地方太平洋沖地震のような規模

の大きな地震が発生すると、周期の長い揺れ「長周期地震

動」が発生します。この長周期地震動は、周期の短い波とく

らべて減衰しにくく、より遠くまで伝わる特徴があります。

また、特に堆積平野などのやわらかい地層では揺れが増幅

され、長時間継続する傾向があります（第 14図）。 

一方、個々の建物にはそれぞれ固有の揺れやすい周期「固有周期」があります。この固

有周期と一致する周期で揺さぶられると「共振」現象が発生し、建物の揺れが増大します。

高層ビルの固有周期は低い建物の固有周期に比べ長いため、長周期地震動によって共振し

やすく、長時間にわたって大きく揺れることになります。 

 高層ビルが大きく揺れると、室内の家具や什器が転倒・移動したり、エレベーターが故

障したりすることがあります。また、揺れは高層階で大きくなり、被害も大きくなる傾向

があります。 

気象庁では、高層ビル等における地震後の防災対応等の支援を図るため、長周期地震動

による高層ビル内での被害の発生可能性等についてお知らせする長周期地震動に関する観

測情報を気象庁ホームページに掲載しています（長周期地震動階級表（７ 参考資料（２）

参照））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓気象庁ホームページ（長周期地震動の観測結果） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/ltpgm/latest.php 

第14図 周期と揺れの特徴 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/ltpgm/latest.php
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６ 噴火警報及び情報等 
6-1 噴火警報・噴火予報 

気象庁は、噴火災害軽減のため、全国111の活火山を対象として、観測・監視・評価の結

果に基づき噴火警報・予報を発表しています。沖縄県では、硫黄鳥島と西表島北北東海底

火山が対象となります（第15図、活動履歴（７ 参考資料（３）参照））。 

噴火警報は、噴火に伴って、生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流等）の

発生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な

範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表します。 

 火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報には及ばない程

度と予想される場合には「噴火予報」を発表します。 

 硫黄鳥島は「噴火警戒レベルが運用されていない火山」（第12表）として、西表島北北

東海底火山は「海底火山」（第13表）として噴火警報及び噴火予報を発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

▲

沖縄本島

石垣島

宮古島

与那国島

南大東島

久米島

奄美大島

徳之島

硫黄鳥島

西表島北北東海底火山

▲

第15図 沖縄県内の活火山 

 

西表島 
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硫黄鳥島は無人島で居住地域が無いため、噴火警報は青枠の範囲内の入山危険まで発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2 火山活動解説資料、火山の状況に関する解説情報等 

 気象庁が実施した火山観測データの解析結果や他機関からの火山活動に関する情報を、

火山活動解説資料として発表します。沖縄気象台は、県内の二つの火山（硫黄鳥島、西表

島北北東海底火山、第15図）を担当し、これらの情報を気象庁本庁と共同で発表します。

硫黄鳥島の「火山活動解説資料」は、以下の気象庁ホームページに掲載しています。 

（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact_vol.php?id=601） 

 また、「火山の状況に関する解説情報」を火山の活動の状況に応じて適時発表している

ほか、定期的に「月間火山概況」を発表しています。沖縄地方の「月間火山概況」は、以下

の気象庁ホームページに掲載しています。 

（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact_vol.php?id=600） 

  

第13表 海底火山（沖縄県では、西表島北北東海底火山が対象火山） 

 

第 12 表 噴火警戒レベルが運用されていない火山（沖縄県では、硫黄鳥島が対象火山） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact_vol.php?id=601
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact_vol.php?id=600
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6-3 降灰予報、火山ガス予報 

(1)降灰予報 

火山噴火に伴い空から降ってくる火山灰（降灰）は、その量に応じて様々な被害をもた

らします。降灰予報では、量の予測を含めた予報として、噴火後に、どこに、どれだけの

量の火山灰が降るかについて、詳細な情報をお伝えします。また、活動が活発化している

火山では、もしも今日、噴火が起こるとしたら、この範囲に降灰があります、という事前

の情報も提供します。さらに、噴火直後には、風に流される小さな噴石（１cm以上）が降

る範囲についても速報します。 

気象庁は、内容や発表タイミングの異なる３種類の降灰予報（定時・速報・詳細）を発

表します（第14表、第16図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降灰量の情報を、わかりやすく、防災対応が取りやすいように伝えるため、降灰量を階

級で表現します。降灰量を、降灰の厚さによって「多量」「やや多量」及び「少量」の３階

級に区分し、降灰量階級表（第 17図）では、それぞれの階級における「降灰の状況」と「降

灰の影響」及び「とるべき対応行動」を示します。  

  

第14表 降灰予報の種類 

 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活に影響を及ぼす降灰が予想される場合
　に、定期的（３時間ごと）に発表します。
・発表時刻は2時、5時、8時、11時、14時、17時、20時及び23時です。
・18時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さな噴石の
　落下範囲を提供します。

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発表します。
・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以
　上の降灰が予測された場合に発表します。
・降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測
　された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表します。
・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで、噴火後速やかに（５～
　10分程度で）発表します。
・噴火発生から1時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供します。

・噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精度の高い降灰予測計算を行っ
　て発表します。
・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上
　の降灰が予測された場合に発表します。
・降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測さ
　れた降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表します。
・降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）も発表し
　ます。
・降灰予測計算結果に基づき、噴火後20～30分程度で発表します。
・噴火発生から6時間先まで（1時間ごと）に予想される降灰量分布や、降灰開始時刻を提供
　します。

① 降灰予報（定時）

② 降灰予報（速報）

③ 降灰予報（詳細）
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(2)火山ガス予報 

 居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度

が高まる可能性のある地域や防災上の注意事項をお知らせします。 

 

第16図 降灰予報の種類と発表までの流れ 

 

第17図 降灰予報で使用する降灰量階級表 
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７ 参考資料 
（１）震度と揺れ等の状況（概要） 

 かつて、震度は体感および周囲の状況から推定していましたが、平成８年（1996年）４

月以降は、計測震度計により自動的に観測し速報しています。 

 気象庁が発表する震度は、気象庁、地方公共団体及び国立研究開発法人防災科学技術研

究所が全国各地に設置した震度観測点で観測した震度です。 

気象庁の震度階級は「震度０」「震度１」「震度２」「震度３」「震度４」「震度５弱」「震度

５強」「震度６弱」「震度６強」「震度７」の１０階級となっています。 
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（２）長周期地震動階級関連解説表 

 気象庁は、長周期地震動階級の導入にあわせて、長周期地震動階級と人の体感や室内の

状況とを関連づけることを目的として、これまでの調査研究をもとに、長周期地震動階級

関連解説表を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長周期地震動階級１以上が観測された地域の例 

長周期地震動階級関連解説表 
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（３）硫黄鳥島と西表島北北東海底火山の活動履歴 

 〇硫黄鳥島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇西表島北北東海底火山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

硫黄鳥島 有史以降の火山活動（▲は噴火年を示す） 

西表島北北東海底火山 有史以降の火山活動（▲は噴火年を示す） 
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Ⅲ 防災気象情報の入手方法等 

 

１ 防災気象情報の発表・伝達 
 気象庁が発表する防災気象情報は、国の防災機関・地方公共団体とともに、テレビ・ラ

ジオなどのマスメディアを通じて地域住民に伝えられ、災害の防止・軽減に役立てられて

います。 

 特に、地域における災害の防止・軽減に直接携わる市町村に対しては、都道府県や NTT、

消防庁の J-ALERT（全国瞬時警報システム）を通じて確実に情報伝達されるほか、インター

ネットを通じても提供されるなど、様々な方法で伝えられます。 

 

 

防災気象情報の流れ 
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２ 気象庁防災対応支援チーム（JETT） 
 気象庁は、近年相次ぐ災害をふまえて、地方公共団体の防災対応への支援を強化すべ

く、災害が発生した場合または災害の発生が予想される場合に、都道府県や市町村の災害

対策本部等へ気象庁職員を派遣する気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ：JMA 

Emergency Task Team）を平成 30 年５月１日に創設しました。ＪＥＴＴは、現場のニー

ズや各機関の活動状況を踏まえ、防災気象情報等の「読み解き」の支援や市町村長が避難

指示等を行う際の助言等、地方公共団体や各関係機関（自衛隊、警察、消防等）の防災対

応を支援します。なお、ＪＥＴＴは国土交通省の緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）の一員であり、国土交通省一体となって支援を行っています。 

 

 

気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）について 
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関係各位 

 

日頃より気象業務に多大なご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

沖縄気象台では、集中豪雨時等における防災情報の迅速かつ的確な伝達と災害防止・軽減を図る

ために、関係機関と沖縄気象台が防災気象情報等の内容や伝達方法等について再確認することを目

的に本説明会を毎年開催しています。 

これから梅雨、台風など出水期を迎えますが、沖縄気象台は、関係機関と緊密な連携を図りなが

ら、沖縄県の自然災害の防止・軽減に努めていく所存です。 

今後ともより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

沖縄気象台業務課  

 

資料に関する問い合わせ先 

ああああああああああああああああ    沖縄気象台あ業務課 ０９８－９１７－７９１１ 

 


